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○職務のため出席した事務局職員
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○議事日程（第２号） 

  平成27年３月５日  午前10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程 

  議案第１号 平成26年度内灘町一般会計補正予算（第８号）から 

  議案第29号 道の駅内灘サンセットパークの指定管理者の指定についてまで 

 日程第２ 

  町政一般質問 

   ４番 生 田 勇 人 

   ７番 恩 道 正 博 

   ８番 北 川 悦 子 

   ６番 藤 井 良 信 

   ２番 中 島 利 美 

   10番 清 水 文 雄 

   11番 水 口 裕 子 

   ９番 能 村 憲 治 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【夷藤満君】 皆様、おはようござい

ます。 

 傍聴席の皆様には、早朝より本会議場にお

越しをいただき、まことにご苦労さまでござ

います。 

 本日は町政に対する一般質問の日です。 

 初めに、傍聴の皆様にお願い申し上げます。 

 本会議場では、携帯電話を鳴らすことのな

いように、ご協力をお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は、13名であります。

よって、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 八田外茂男議員より、

体調不良ということで尐々おくれるという届

け出が出ておりますので、ご了承願います。 

 本日の会議に説明のため出席をしている者

は、３日の会議に配付の説明員一覧表のとお

りであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【夷藤満君】 日程第１、議案第１号

平成26年度内灘町一般会計補正予算（第８号）

から議案第29号道の駅内灘サンセットパーク

の指定管理者の指定についてまでの29議案を

一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【夷藤満君】 各議案に対する提案理

由の説明は、既に聴取しております。 

 なお、提出議案に対する質疑については、

昨日までに質疑の通告がありませんでしたの

で、質疑なしとして質疑を省略いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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    ○議案等の委員会付託 

○議長【夷藤満君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第１号平成

26年度内灘町一般会計補正予算（第８号）か

ら議案第29号道の駅内灘サンセットパークの

指定管理者の指定についてまでの29議案につ

いては、お手元に配付してあります議案付託

表のとおり所管の各常任委員会に付託いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は議案付託表のとおり所管の

各常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

 なお、継続審査となっております請願第28

号教育予算の拡充を求める請願書については、

付託委員会のほうで審査をお願いいたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【夷藤満君】 日程第２、これより町

政に対する一般質問を行います。 

 質問時間は、お１人30分以内ですので、時

間内にまとめるようお願いいたします。 

 また、議員が質問している際は静粛にして

いただき、立ち歩いたり退席しないようお願

い申し上げます。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ４番、生田勇人議員。 

   〔４番 生田勇人君 登壇〕 

○４番【生田勇人君】 おはようございます。 

 平成27年内灘町議会第１回定例会３月会議

におきまして一般質問の機会を得ましたので、

通告内容に従い、一問一答方式にて質問をし

ます。 

 質問に先立ち、今回で任期４年、最後の質

問となります。トップバッターとして元気よ

く、そして町の将来につながるような質問を

したいと思います。町長初め関係部局には、

明快な答弁をお願いいたします。 

 ２期目の４年間でも、最期の質問に北部地

区関連の質問をさせていただきます。 

 町長は、「北部地区の発展なくして内灘の

発展はなし。内灘町の発展の鍵は北部開発に

あり」と町長選挙時に掲げ、その言葉どおり、

就任後からスピード感を持って北部地区の諸

問題に取り組んでこられました。私もその気

持ちは全く同じであり、この２期８年間、北

部地区の発展をもとにした町全体の均衡ある

発展に心血を注いでまいりました。 

 町長は、就任後早々に北部開発ビジョンの

策定に着手され、生活道路とあわせて住民の

生命、財産を守る避難道路などの道路インフ

ラ整備、危険崖地の解消、魅力ある優良農地

整備や観光振興、交流・定住人口増加と商業

施設誘致のためのインターチェンジ整備など

内灘北部地区基本構想事前調査を実施し、そ

の調査結果をもとに、北部地区町会区会の代

表者などで構成される北部開発促進協議会の

提言書を取り入れた内灘北部地区基本構想が

今年度末までに策定される予定となっており

ます。 

 長らく北部地区住民の悲願とも言える事項

が基本構想には明文化されると思っておりま

すが、懸案事項の一つ一つは、単事業ででき

るものもあれば、複合して取り組んでいかな

ければならない事業など、非常に多くの諸問

題を抱えております。これらを構想で終わら

せず、どう具現化して取り組んでいくか。大

変長い時間を要する整備もあると思います。

期待する方々の中には、「わしら生きとるう

ちにならんかもしれんけど、ほんでも、そん

な計画があれば、子や孫の時代にはしっかり

とした北部を残していける」という声も聞か

れ、長期戦を皆覚悟しております。 

 しかしながら、県、国との太いパイプが再

構築されている現在、スピード感ある政治力

を発揮していただき、計画を立て、消防庁舎

移転新築事業の前倒しをしての整備などに見

られるよう、しっかり各種事業で予算を確保

し、早期具現化に向けて取り組んでいただき
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たいと思っております。 

 この基本構想にかける北部住民の期待は大

きいです。町長の考えをお聞きします。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 皆さん、おはようご

ざいます。 

 内灘北部地区基本構想具現化をどう進める

かについて、お答えを申し上げます。 

 私は、北部地区の活性化はもとより、町全

体の活力を高めるため、今年度末までに内灘

北部地区基本構想を策定することとしており

ます。現在策定中のこの基本構想の中には、

事業の優先順位や事業スケジュールも定める

こととしております。 

 生田議員ご指摘のとおり、単体の事業で進

められるものもあれば、複合的要素のある事

業、長期間にわたる事業等がございます。今

後とも、速やかにできる事業、優先事業など

を的確に選定し、スピード感を持って取り組

んでまいりたいと考えております。 

 平成27年度は、白帄台地区からのと里山海

道へのアクセス道路の整備のための予備設計

を行い、事業化に向けて県との協議に入って

まいります。そして定住促進等を図る上でも

早期の完成を目指してまいります。また、事

業を円滑に進めるためにも、国や県など関係

機関との調整や財源確保が大変重要でござい

ます。 

 私は町長就任以来、積み上げてきた国や県

との強いパイプを生かし、北部地区基本構想

の具現化に向けて、今後、スピード感を持っ

てしっかりと取り組んでまいりたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 今ほど町長の答弁に

もありましたこの内灘北部地区基本構想、今

年度末に策定されるものでありますが、この

中に事業スケジュールも策定するという答弁

をいただきました。 

 これは長年、北部地区住民、そして私も８

年間、この質問、事あるごとに取り組まさせ

ていただきました。その悲願が明文化される

ということで大変うれしく思っております。

町長の国、県との太いパイプを生かしたスピ

ード感ある事業化を願って、次の質問に移ら

させていただきたいと思います。 

 現在、北部地区では、白帄台地区の人口増

加により人口はふえております。同地区には

県営住宅整備も予定されており、さらなる人

口増加が期待されます。 

 しかし、尐子・高齢化が加速し、国を初め

石川県と内灘町でも今後の人口推移では大幅

な減尐が予測され、このままいけばというこ

とで試算されているようではありますが、各

自治体では定住人口獲得や流出を防ぐ施策、

またＵターン定住の施策が激しく展開されて

いくこととなると思います。 

 一方、北部地区は、皆様ご存じのように市

街化調整区域であり、調整区域外からの転入

には制限があります。町全体では空き家対策

が問題となっておりますが、北部地区ではそ

れに加え、若者の転出による高齢化が進み、

何より今ほど申し上げました転入制限があり、

人口の減尐に歯どめをかける施策が急務です。 

 西荒屋地区におきましては、若者の転出を

防ぐため、新築世帯にお祝い金を助成する独

自の取り組みを展開されており、地域活性化

へと努力しております。 

 市街化区域へ編入すればいいじゃないかと

いう声も多々聞かれますが、私が１期目１回

目の一般質問で市街化区域へ編入せよという

ことで質問させていただきましてから勉強を

重ねるとともに、そのハードルは非常に厳し

いものと知りました。 

 まず、市街化区域編入には既存区域の人口

密度、市街化計画図が必要とされ、市街化開

発を継続的に進めなければならず、既存区域

のインフラ整備の場合、主に道路ですから、
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立ち退きなど非常に多くの費用がかかります。 

 国でも人口減尐時代へ向け、むやみに市街

化を促進しないとの方針であることも伺って

いる中ではありますが、このまま指をくわえ

北部地区、古くからある地域の衰退を見過ご

すわけにはいきません。30年後、50年後には

伝統行事を初め地区そのものの存続が危ぶま

れ、住民は非常に危機感を募らせております。 

 先般、北部開発促進協議会で、市街化調整

区域において地区計画の設定が可能というこ

とで京都市へ研修へ伺いました。私もこんな

手法があるのかと、目からうろこが落ちるよ

うな取り組みを学ぶことができました。それ

もそのはず、石川県にはまだそういう事例が

ないとのことです。 

 概要は、昨今、白帄台地区のような、そう

いう公共、民間問わず行われております多く

の区画整理事業において地域の約束事を表記

し、ルールにのっとり建物建設を行わなけれ

ばならない地区計画が設定でき、調整区域外

からの転入を可能とするというものでした。 

 京都市型ということでしたが、地区計画自

体は各自治体の課題によりさまざまな指針決

定ができ、当町においても内灘型の地区計画

を協議し設定すれば、将来をにらんでの地域

はもとより、町の活性化に非常に有効な手段

の一つと考えます。 

 以上のことから、内灘町北部市街化調整区

域内における地区計画設定について、町の考

えをお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 市街化調整

区域における地区計画制度とは、集落が抱え

る課題を解決するために住みよいまちづくり

を図っていくための一つの方法でございます。 

 そのためには、地元地区をどのようにした

いかまちづくりの目標を決め、また土地利用

や建築物等に関しまちづくりのルールを定め、

活性化に向けて、町と地元地区がお互いに協

力しながら取り組んでいく必要がございます。

地区計画の策定により一部建築制限がかかる

ものの、地区外から新たな住民を迎えられ人

口減尐に歯どめがかかり、以前の活力ある集

落となることを目指すものでございます。 

 そのためにも、住民や地権者等が主体的に

かかわり地区計画制度を十分に理解した上で、

協議会の設立から策定、運用までしっかり合

意形成を図っていくことが重要でございます。 

 内灘町としましても、地元と一体となって

北部地区の活性化につながるまちづくりの実

現に向けて積極的に努力してまいります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 この地区計画の設定

は、進め方としては、今ほど長丸部長おっし

ゃいましたけど、町と地元が一体化となって

進めていくということであります。 

 この進め方に関しては、町から地元地区に

投げかけるのか、地元地区の要望が高まった

ところで町が協力を加えるということなのか、

今、その手法というか流れというものが尐し

わかりにくい状態かなと思ってますので、そ

こら辺をどうお考えなのか、説明をよろしく

お願いします。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 この地区計

画制度は、今ほど申しましたように建築物の

制限がかかったりいたしますことから、まず

地区計画制度とはという内容について地元に

しっかり説明をし、「こういうメリットがあ

ります。デメリットがあります。町の地区の

活性化のために皆さんやりますか」というこ

とで、町として一度説明にお伺いしたいと思

います。 

 その説明をもとに、地元地区が、自分たち

の町をよくしたい、活力を持たせたいという

ことで機運が高まれば、町と県と一緒になっ

て進めていきたいと考えております。 
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○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 まず説明会というこ

とで、やはりほかから入ってこられない、そ

ういう地区で長らくありましたので、今、も

ちろん内灘町全体で見たら空き家は南部地区

のほうにも点々としておりまして、北部地区

もそれにまたしかりということであります。

空き地も多うございます。そういう中で、し

っかりとした将来の計画に向かって説明会を

開いていっていただければなと期待しており

ますので、よろしくお願いします。 

 この質問はこれで終わります。 

 続きまして、県が新年度からの制度方針を

固めた、第３子以降の保育料を無料にする補

助制度について質問をいたします。 

 既に新聞発表であったとおり、国の制度で

は、保育所、保育園では、同時に入所してい

る児童のうち、第２子は半額、第３子は無料

という保育料の減免制度があり、町保育所、

保育園でもこれまで同様に行われております。 

 しかしながら、私自身４人の子供を持つ親

ですので、長年、今でもですが、保育の状況

を見ておりますと、そういった３人同時に入

所しているケースが非常に尐なく、第３子保

育料無料というのは大変利用率が尐ない制度

として現在でも捉えております。 

 幼稚園においては第１子目を小学校３年生

から数えますので、保育所、保育園児の保護

者からの第１子の年齢引き上げは大変望まれ

ていたことでもありました。 

 今般の県新制度は、保育所、保育園、幼稚

園ともに、第１子が４月１日現在18歳未満で

あれば、第３子に対し、国の基準に上乗せし

て尐子化対策に取り組む自治体に対し、その

２分の１を補助するものと伺っております。 

 既に国基準に上乗せし、同様の制度を独自

で取り組んでいる自治体もあると伺います。 

 新年度予算編成が終わった後の発表で今議

会に提案されている新年度予算案にも上程さ

れておりませんが、尐子・高齢化による人口

減が予想される中、さらなる子育て支援に取

り組む当町においてどう対応するのか、町長

の見解をお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 議員の言われるとおり、来年度、県では多

子世帯の経済的負担の軽減をするため、18歳

未満の子供を３人以上養育している多子世帯

に対し、第３子目以降の子供の保育料を、所

得制限を設けた上で無料とする補助制度を創

設されました。 

 当町においても子育て支援充実の観点から、

県の制度を活用し、18歳未満の第２子の保育

料を半額に、第３子目以降の保育料を無料と

する軽減措置を、現在、実施に向け検討して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 県の制度に上乗せし

て、県の制度では第３子無料ということでし

たが、内灘町では第２子の半額も考えている

ということで、非常に子育て支援、本当に拡

充されていい町になっていくなという思いが

いたします。 

 県は、今ほど町長言われたとおり、世帯年

収640万円以下、幼稚園では680万円以下です

か、所得制限設定されております。既に実施

している他自治体では県設定の所得制限にど

う対応するのか、これは当町のことではない

かもしれませんけど、次の質問のために一度

聞いておきたいと思います。わかればお示し

ください。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 県内では既に、18歳未満の３人以上を養育

している多子世帯に対し、第３子目以降が保

育所に入所している場合に保育料を無料もし
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くは半額にしている市町村が３市２町あり、

所得制限なしとして実施をしております。 

 県の新制度においても所得制限なしとする

市町村もあると聞いております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 ありがとうございま

した。 

 県の新制度に上乗せして、所得制限なしで

今後進めていくという自治体もあるとのこと

でした。 

 そういった取り組みが、家族をたくさんふ

やしたいと思っていただけることも子育て支

援と言えると思います。 

 所得制限を上回る世帯へも、全額とまでは

望めませんが、今町長、他のところで説明あ

ったとおり、この県新制度の半額でも補助す

るなど、内灘に住んで子供を産みたい、子育

てしてみたいと思っていただけるような施策

こそが、尐子・高齢化で人口減尐を迎えた時

代には必要と考えられます。 

 町は、所得制限、設けると先ほど言ってお

られましたが、私は、そういう魅力ある取り

組みをしている自治体と同じように所得制限

を設けず、わずかながらでも補助を出すとい

うことが、内灘町に若い世代の定住促進につ

ながることだとより強く思っております。 

 今ほど述べさせていただきました所得制限

も含めまして、魅力ある町独自の子育て支援

策は考えていないかお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 国の制度では、保育所に同時に子供が３人

以上入所している場合、所得制限なしで第２

子半額、第３子無料となっております。 

 町といたしましては、県の新制度の18歳未

満の第３子目以降の保育料については、現在

のところ、所得制限を設けて保育料を無料と

考えております。 

 しかし、国、県新制度の上乗せとして、先

ほども申し上げましたが、18歳未満の子供が

３人以上の世帯において、所得制限を設けた

上で第２子目の保育料を半額にする方向で現

在検討をしております。財政状況を見まして、

今後、この所得制限については考えていきた

いとも思っております。 

 今後も、保育の質の確保、子どもの医療費

助成の現物給付方式導入の検討を今現在進め

ており、また産前産後ヘルパー派遣による妊

産婦への支援の強化など、子供を安心して産

み育てることができる環境づくりを今後とも

図ってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 所得制限、また町の

財政状況を見て判断したいということであり

ました。 

 県の第３子以降無料に上乗せして第２子半

額補助と、町独自での子育て施策がまた一歩

前に進んだということで大変うれしく思って

おります。 

 これについてはまた、私もこれで２期目４

年間、８年ですか、４月に町民の皆様の審判

を仰ぐこととなります。これからも、子育て

含めた福祉や環境、安心・安全、南北の均衡

あるまちづくりなど、後世に残せる魅力ある

まちへを、またここに戻ってきて、今ほど言

われた件も含めまして、また皆さんと切磋琢

磨しながら取り組んでいきたい、こう思って

おります。 

 どうもありがとうございました。 

 これで質問を終わります。 

○議長【夷藤満君】 ７番、恩道正博議員。 

   〔７番 恩道正博君 登壇〕 

○７番【恩道正博君】 おはようございます。

議席７番、恩道正博です。 

 平成27年第１回定例会３月会議に質問の機

会をいただきました。通告に従いまして、一

問一答方式で質問を行います。 
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 まず、大きな質問第１番目としまして、交

付金を活用した住宅リフォーム助成事業の継

続についてお伺いをいたします。 

 国では、地域消費喚起と生活支援のため、

地域住民生活等緊急支援のための交付金が平

成26年度補正予算案として閣議決定をし、各

自治体に対して交付金額が内示され、早急に

実施計画案を策定するよう通達があったと伺

っております。 

 その交付金は、地域における消費喚起に直

接効果がある事業に的を絞って交付されると

いうことで、原則として、主に個人に対する

直接の給付事業を対象とするということであ

ります。 

 また、そのモデル事業としては、プレミア

ム商品券やふるさと名物商品券、旅行券等、

消費喚起効果の高いものが推奨されるという

ことで、各自治体ではプレミアム商品券の発

行を計画しているところが多いようでありま

す。 

 そこで第１点目ですが、内灘町でも消費喚

起の即効性の高いプレミアム商品券の発行は、

町の一層の活力を生み出す効果が十分にある

と考えますが、町ではどのような取り組みを

検討されているのかをお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 現在、国では、まち・ひと・しごと創生本

部を立ち上げ、地方の多様な支援と切れ目の

ない政策を進めており、国から町に対し、地

域住民生活等緊急支援のための交付金の限度

額が示されました。 

 この交付金の中で、緊急的取り組みとして

地域消費喚起・生活支援型が示されておりま

す。議員ご指摘のプレミアムつき商品券の発

行につきましては、消費喚起に即効性も高い

ことや住民生活の支援の観点から、実施に向

けた作業を現在進めているところでございま

す。 

 現段階でのプレミアムつき商品券につきま

しては、１億円の商品券に対してのプレミア

ム分20％、2,000万円を町商工会に助成するこ

とを考えております。商品券の発行の時期に

ついても商工会と協議を進め、できるだけ早

い時期に、また使用期間も６カ月を超える期

間を現在検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 今ほどの町長の答弁

で、具体的にプレミアムつき商品券の発行を

商工会と連携を保ちながら発行するというこ

とであります。以前にもプレミアム商品券の

発行がありましたけれども、大変に町民に喜

ばれて、かつ、そこの商工会に加盟されてい

る商店といいますか、そういう方々にもやっ

ぱりそういう町の経済効果があったと思って

おります。 

 これに関してはもう１点、今町長からあり

ました、これまではたしか半年ということで

短期間でありましたけれども、これはぜひ１

年間に、いろいろと法的なこともありましょ

うけれども、できるだけやっぱりその発行に

関しては、町民のためにぜひとも早急に発行

について具現化を申し上げまして、次の質問

に行きます。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 今ほど恩道議員より

使用期間１年間というお話でございますけれ

ども、この国からの交付金でございますが、

平成26年の補正予算として来るもので27年度

中に使わなくてはならないと、そういう制度

でございますので、その使用のスタートの月

がいつからということで決まりますので、１

年というのは現段階ではちょっと難しい。だ

けど、できるだけ長期間にしたいと考えてお

りますので、お願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 わかりました。 
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 補正予算でありますので27年度中の執行と

いうことで、これに関してはできるだけ早く、

早急によろしくお願いをしたいと思います。 

 次に、２番目ですけれども、昨年12月議会

において、住宅リフォーム助成事業が当初の

目的を達成したということで事業を終了する

との方針が打ち出されましたが、それは事業

継続のための財源問題等が尐なからずあった

のではないかと自分ながら推察をしておりま

す。 

 そんな中で、今ほど述べました、昨年末に

緊急経済対策として地域住民生活等緊急支援

のための交付金の補正予算が決定され、今ま

さに国民生活を支援するための交付金が各自

治体の自由設計に基づいて交付されるという

ことでありますから、ここはひとつ、まだま

だ要望の多い住宅リフォーム助成事業をぜひ

とも継続をしてみてはどうかと思っておりま

す。 

 内灘町では年々高齢化率が上がってきてお

ります。それで家のバリアフリー化や老朽化

した宅内のリフォームを必要としているご家

庭も多いのではないかと思いますが、そのよ

うな町民の皆様には住宅リフォームの助成は

大変ありがたいと思いますし、町内業者の

方々も仕事を受注する機会がふえ、町の商工

業の活性化にもつながるのではないかと思い

ますので、ぜひとももう一度住宅リフォーム

助成事業を継続してはどうかと思いますが、

その点について町の考えをお伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 今年度実施しました元気内灘住宅リフォー

ム助成事業につきましては、平成26年４月か

らの消費税の引き上げに伴う景気の腰折れを

防ぐとともに、地域経済の活性化並びに住宅

環境の向上を目的に事業を実施いたしました。

その効果は、200戸余りの住宅環境の向上につ

ながり、また３億円を超える経済効果に結び

ついたものであります。 

 今回の住宅リフォーム助成事業につきまし

ては、地方の人口減尐対策、仕事の確保、消

費の喚起等、地方創生の目的につながること

から、この交付金を活用して事業を実施した

いと考えております。 

 事業内容につきましては、現在、事業計画

作成の作業を進めているところであり、平成

26年度と同様の事業を考えております。 

 現段階での事業概要につきましては、工事

施工事業者を商工会会員を対象とし、工事請

負金額を50万円以上、助成金額につきまして

は工事請負金額の20％以内、限度額を20万円

とし、この27年度、今考えている事業はあく

までも消費喚起を目的としていることから、

26年度のように現金支給はいたしません。全

て商工会発行の共通商品券で交付をしたいと

現在考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 今ほどの町長の答弁

では、昨年度というか、まだ今年度ですけれ

ども、たしか現金半分50％、商品券が50％、

半々でしたけれども、次に考えられるのは商

品券のみということですけれども、まずその

点につきまして、それは交付税というか交付

金を指定されたことでの変更なのでしょうか。

お聞きしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 この事業はあくまでも消費を喚起するとい

う事業でございまして、現金でしたら貯金と

か、そういう消費に回らない可能性がありま

して、国のほうでは現金支給はだめだという

見解で、全て商工会発行の共通商品券という

ことを今考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 交付金の性格上、わ
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かりました。 

 もう１点質問ですけれども、その共通商品

券ですけれども、これまででしたら、これも

やっぱり６カ月、半年間ですけれども、これ

についてのこれまでの６カ月間と今考えてお

られる、その制度上のことでいきますと、こ

の共通商品券の期間をもう尐し延ばせるもの

なのかを、できるだけ延ばしてほしいと町民

の方々がおっしゃっておりますので、ぜひそ

こら辺をひとつよろしくお願いします。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 商品券の使用期間に

つきましても今後検討してまいりたいと思っ

ております。 

 先ほども申し上げましたとおり、27年度の

年度内の事業でございますので、できるだけ

延ばしたいと思っております。６カ月以上に

なろうかなと思っております。ですから平成

28年の２月ぐらいまでを今考えております。

２月、３月で集計をしたいと思っております

ので、期間のほうは延びるような方向で検討

をいたします。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 ぜひ共通商品券の期

間をできるだけ延ばしていただくよう要望を

いたしまして、次の質問に移らさせていただ

きます。 

 次は、公衆無線ＬＡＮの設置についてであ

ります。 

 政府は、無料公衆無線ＬＡＮ環境に関する

方針を平成26年６月24日に閣議決定をしてお

ります。その内容は、新たなイノベーション

創出を図るため、観光地や防災拠点における

無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備を促進するた

め、関係事業者・団体等の参画による推進体

制を構築し、整備を実施する地方公共団体へ

の支援を進めるとしております。 

 具体的には、例えば金沢市の取り組み事例

では、金沢駅東広場、21世紀美術館、市役所

前広場、近江町市場入り口、香林坊バス停、

同じく香林坊のアトリオ周辺等、それと片町

１丁目の交差点周辺など８カ所に設置されて

おりまして、利用条件は、誰でも無料で利用

ができ、１回の利用時間は20分間までですが

１日何回でも利用可能となっております。 

 そこで、内灘町でも北陸新幹線開業を契機

に、内灘海岸一帯の活性化やサンセットブリ

ッジ内灘などの町の観光資源を生かした観光

スポットの魅力向上やスポーツ合宿誘致を目

指す上での集客増加、また災害時においても

通信手段を確保できるよう、防災拠点となる

公共施設等に無料公衆無線ＬＡＮの設置整備

は必要と思いますが、その点について町の考

えをお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫総務部長。 

   〔総務部長 北雅夫君 登壇〕 

○総務部長【北雅夫君】 私のほうからお答

えをいたします。 

 議員ご指摘のとおり、公衆無線ＬＡＮは、

観光振興の分野のみならず、災害時の情報通

信の手段の一つとして有効であるというふう

に認識しております。 

 自治体が主体となって公衆無線ＬＡＮを構

築する際は、セキュリティや利用認証などの

技術、それから提供するコンテンツも重要な

課題となってくることから、民間の協力のも

とに進めていく必要があるということであり

ます。 

 したがいまして、今後はこれらの問題も含

めまして、先進自治体の実施例などを鋭意調

査検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 今、答弁では鋭意研

究ということですけれども、例えば金沢市の

場合、当然自治体もさることながら、民間活

用といいますか、やっぱりいろいろな手段が

あります。 
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 内灘町においても、きのうの町長の所信表

明の中でもありましたが、今後、観光資源を

最大に生かし魅力発信に努めるとともに交流

人口の拡大とありましたとおり、今後のそう

いった付加価値のついたものについては具体

的な、目には見えませんけれども、これから

の交流人口拡大、そういう面ではぜひともや

っぱり町内挙げての勉強会なり具体策が必要

かと思いますが、それらの具体的な、今後の、

ありましたらお聞きをしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 北総務部長。 

   〔総務部長 北雅夫君 登壇〕 

○総務部長【北雅夫君】 私ども、これにつ

きましては従来から関心を持っておるところ

でございますので、既に民間業者さんからの

ご提案とか、そういったお知恵も拝借しよう

という計画もございますので、これにつきま

しては、先ほど申し上げたように、早急にこ

の調査と検討を進めてまいりたいというふう

に考えております。 

 この民間の業者につきましても、既に半ば

動き出しているというふうにご認識いただけ

ればよいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 具体的な回答という

のはなかなかあれですけれども、３月４日の

朝刊でしたか、志賀町のほうでも主要観光施

設ですか、公衆無線ＬＡＮの整備をするとい

う27年度の予算案の内示の中で新聞に示され

ておりましたけれども、やっぱりこれからも

内灘町においてもそういう整備、観光も含め

まして防災の観点からも、ぜひ早急に進めて

いっていただきたいと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 議席番号８番、日本

共産党、北川悦子です。 

 東日本大震災から、11日で４年がたちます。

しかし、多くの被災者は生活再建が進まず、

一層苦しい状況に置かれています。 

 けさの新聞には、避難生活が長期化する仮

設住宅では、構造上の欠陥から結露が多く湿

気がこもりやすいため、室内に大量のカビが

発生。カビが原因で呼吸困難、ぜんそく等、

健康被害が多く出ていると掲載されておりま

した。「津波に流されながらも助かった命。

こんなことで殺されてたまるか。必死です」

と50代の女性は訴えておられます。また、「仮

設は狭くて鬱病になりそう。毎日死を考えて

います」というような女性の声も載せられて

おりました。仮設住宅で住み続けるとどんど

ん地獄のようになり、抜本的な改善が必要と

ありました。 

 一日も早い復興を願わずにはいられません。

と同時に、防災について継続して町でも学び、

実践していくことが必要だと思います。 

 質問に入りたいと思います。 

 第１に、消費税増税で、町の経済、暮らし

の実態、今後についてお伺いしたいと思いま

す。 

 町政アンケートを独自でいたしましたとこ

ろ、70％近くの方が暮らしが悪くなったと。

その原因に消費税増税を上げています。 

 厚生労働省が３月３日発表しました１月の

毎月勤労統計調査によりますと、物価上昇を

加味した実質賃金指数は前年同月比で1.5％

減で、19カ月連続マイナスと新聞記事にあり

ました。 

 内灘町の町税予算も見ますと、町民税（個

人）703万1,000円の増、町民税（法人）は54

万7,000円のマイナス、町税全体で2,873万

9,000円のマイナスとなっています。 

 元気内灘住宅リフォーム助成制度の継続に

ついて、12月会議でもお尋ねしました。先ほ

ども恩道議員から質問がありました。そのと

きの答弁では、消費税引き上げの腰折れを防

ぐとともに、地域経済の活性化並びに住宅環
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境の向上を目的に実施したもので、その目的

は達成したと考えているというものでした。 

 まだまだ地域活性化が達成したとは言えな

い現状をどのように判断し、経済活性化策、

暮らし応援策を考えているのか、まずはお尋

ねしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 長丸信也都市整備部担

当部長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 議員

のご質問にお答えします。 

 本年度実施しております元気内灘住宅リフ

ォーム助成事業、これにつきましては、先ほ

ど町長のほうから答弁あったように、全体と

しては３億円を超えるような経済効果にもつ

ながりました。このようなことを踏まえまし

て、今、交付金の交付もあり、来年度継続し

てその事業を実施いたします。 

 また、それに加えまして、暮らしをさらに

応援するという観点から、暮らしの応援対策

として、先ほど恩道議員にもお答えしたとお

り、地域住民生活等緊急支援のための交付金

を活用してプレミアムつき商品券の発行を予

定しております。この商品券を広く町民の皆

様に購入していただき使用されることが、暮

らしの支援につながるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 先ほどの恩道議員の

質問に対しての答弁にもありました、平成26

年度と同様の条件で、消費喚起で商品券で元

気内灘住宅リフォーム助成制度の継続を行い

たいということだったと思います。私も、や

っと浸透し始めたところでもあり、継続を願

う声を本当にたくさんお聞きしてますので、

ぜひこの住宅リフォーム助成制度を継続して

いただきたいというふうに思っております。 

 だけれども、工事額を今年度同様というこ

とで、50万円で同じような同条件で商工会の

業者に限るという答弁でありましたけれども、

工事費を50万円でなく、他県の住宅リフォー

ム助成制度等を見ていますと10万円から始ま

っているところもあります。10万、20万、い

ろんなところもありまして、低くすれば、ほ

んのちょっとの住宅環境をよくしたいと、お

金はたくさんないんだけれども、それぐらい

ならできるというようなことで、多くの住民

の支援策になっていくのではないかというふ

うに思います。 

 それともう一つ、12月会議のときにも指摘

させていただきましたが、工事施工業者は商

工会の会員の方というふうに限定をされます

が、私はそうではなく、内灘町の工事業者に

限るというふうに限定をしていただきたいと

いうふうに思います。そうすれば、内灘町の

住民がリフォームしたいときに内灘町の顔の

見える業者にお願いをして、内灘町の経済効

果がもっと伸びるというふうに、好循環にな

っていくのではないかと思います。 

 よく税の公平性というようなことを言われ

ます。商工会に入っていらっしゃる会員さん

も、商工会に入っていない会員さんも町税を

納めているわけですので、やはり同じような

条件で、内灘町の工事業者の皆さんに同じよ

うにこの支援策が普及するようにしていただ

きたいというふうに思いますが、その点につ

いてはいかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 議員

ご質問の補助対象工事額を引き下げよについ

てお答えさせていただきます。 

 今回、国から示されています地域住民生活

等緊急支援のための交付金については、回復

のおくれる地方の消費喚起や生活支援を目的

としており、一定の工事額を確保することに

より消費喚起効果及び地域の経済効果を高め

ることに通じることから、補助対象工事額を

50万円以上に定めたいと考えておるものでご
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ざいます。 

 次に、施工事業者は商工会会員に限定する

のはいかがなものかというご質問についてお

答えさせていただきます。 

 現在、作業を進めています住宅リフォーム

助成事業につきましては、平成26年度同様に

施工事業者は商工会会員を対象として考えて

おります。 

 商工会会員数は平成14年度より年々減尐し、

平成26年４月現在で608事業者でありました

が、平成27年２月には630事業者となり22の事

業者が増加しております。これも住宅リフォ

ーム助成事業や商工会各種事業の展開、商工

会会員の勧誘などの努力によるものと思って

おります。 

 商工会会員におかれましては、日々みずか

らの事業経営の傍ら、地域の活性化に関する

諸活動など、幅広い活動を行っております。

このような活動が町商工業の振興発展、地域

の活性化につながるものであり、ひいては町

の元気に通じるものとして、平成26年度に引

き続き、施工事業者は商工会会員を対象とし

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 今ほど答弁がありま

した。 

 商工会の皆さんも地域の活性化のために大

変努力をしていらっしゃるというところは十

分わかっておりますが、やはり商工会の会員

に限らず、施工業者を内灘町の方にというふ

うにすれば、また潤えば商工会にも加入でき

るというようなことにもなってくるかと思い

ますので、ぜひこの点は考えていただきたい

というふうに思います。 

 50万円にすれば早くこの好循環がつくられ

て、多額というか50万円以上ということであ

ればこの交付金が消化できるという点はある

かもしれませんが、やはり内灘住民のより多

くの人たちが使いやすい、使えるというよう

なことを考えますと、10万円がいいのか20万

円がいいのか、その辺は私も絶対10万円でな

いととは言えないんですが、なるべく多くの

方が使えるという点で50万円以下も考慮して

いただきたいというふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 ご質

問にお答えします。 

 今、議員からそれぞれのご指摘がございま

したが、その内容につきましては、現段階に

おいては先ほどお答えした内容で進めたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 現段階ではというこ

とで大変残念な答弁でありますが、今後、こ

れが単発的なものではなく、ベッドタウンの

まち内灘としても、また高齢化が進んでいる

まちとしても、長く利用できる助成制度とし

て、町として考えていっていただきたいと。 

 そうしたときに、先ほど申し上げたように

50万円以上でないとじゃなくって、もっと、

30万、20万、10万というようなことで、低い

お金でも手すりをつけたりとか、ほんのちょ

っとしたことでもできるような、全体で町の

業者の人たちがそれを直し、全体でうまく顔

が見えて、「じゃ、ここも直してあげるね」

というようなことで見えていくような助成制

度に発展していくように願っております。 

 今後、その点もよく考えていただきたいな

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 今回

の住宅リフォーム助成は、交付金を活用して

行うということで消費喚起型ということにな
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りますので単年度の事業になると思います。 

 将来、内灘町のそういったような町の商業

振興、いろんな面での中で財政的なことも考

慮し、将来そういうふうな形でまた新たに住

宅リフォーム制度につながるような、そうい

うふうな施策を展開するときにつきましては、

その時点でのさまざまな状況を勘案した上で

新たな制度としてまた考えていくような形に

なると思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 大変経済効果のある

ものであったということで、もう実施をされ

ましたので、ぜひ今後考えていっていただき

たいなというふうに思います。 

 ２番目の質問に移ります。 

 元気に暮らせる高齢化対策についてお伺い

したいと思います。 

 以前から、気楽に高齢者や子供たちが集え

る場所が町に欲しいと質問を何度もしてまい

りました。公民館が役割を果たしている面も

ありますが、現在使用しなくなっている緑台

保育所、鶴ケ丘東保育所、旧宮坂公民館など

の耐震・利用計画等をお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長【夷藤満君】 大徳茂町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 お答えをさせ

ていただきます。 

 旧緑台保育所や鶴ケ丘東保育所、旧宮坂公

民館でございますが、これらの施設につきま

しては老朽化し、耐震強度も今不十分でござ

います。 

 したがいまして、現時点での一般開放につ

きましては困難であると考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 現時点のままでは一

般開放は無理ということで、今後この場所を

どういうふうにしていくかというような利用

計画はあるんでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 今、この保育

所や公民館なんですけれども、このままにし

ておくことはできませんので、今後、検討し

ながら進めたいと、どういう方法がよいのか

進めたいと思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 住民からもきっと要

求が多々上がっているかと思いますので、早

急に今後の方針を決めていってほしいなとい

うふうに思います。 

 次に、福祉センターほのぼの湯の建てかえ

基本設計に500万円の予算が今回組まれてい

ます。平成28年度完成を目指すとされていま

す。 

 福祉センターほのぼの湯はコミュニティバ

スの利用客が一番多いところでもあり、気軽

に集える絶好の場所とも言えます。以前にも

質問をしました、福祉センターほのぼの湯の

名にふさわしく、福祉的役割の拠点になるよ

う設計委託をしてもらいたいというふうに思

っています。 

 例えば、入浴をしたくない人も福祉センタ

ーに来てゆっくりくつろげる場になるように、

お風呂場の入り口で入浴券を買い入浴できる

ようにし、将棋をしたり囲碁をしたり、軽食、

喫茶があったり、健康講座や軽体操、読書好

きな方には移動図書があったり、健康で楽し

く集えるような場所になるよう望みますが、

この点についてはいかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 福祉センター

ほのぼの湯は、すぐれた眺望と泉質のよさな

どにより、町内外から年間約20万人の皆様に

ご利用をいただいております。その大広間で

は、毎日多くの高齢者が入浴後の休息や地域
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を越えた交流の場として、今現在、利用され

ております。 

 現在、ほのぼの湯につきましては、建てか

えに向け鋭意取り組んでいるところですが、

多くの高齢者が集う場となっている現状を踏

まえ、新たな施設でも、高齢者を初め利用者

がゆっくりとくつろげる憩いの空間として検

討しているところでございます。 

 今議員のご質問の利用料金がかからず誰も

が自由に出入りできるスペースにつきまして

は、この建物全体が温浴施設としての位置づ

けになっていることから、利用者の公平性や

施設の管理上、検討すべき課題が多いと考え

ております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 現在、大広間ではい

ろんな方たちが交流していらっしゃると。た

だ、そこでいろんなイベントがあった場合も

券を買わないと中に入れないというようなこ

とがありますので、そのイベントだけを見て

帰りたいというような方も、先ほど言いまし

たように、お風呂場の入り口で入浴券を買っ

て、お風呂に入りたい方はそこで入るという

ことであれば、大広間だけで帰られる方もあ

っていいような設計の仕方をしていただけた

らなというふうに思いますので、ぜひ、いい

場所ですのでこの点は考慮して設計等をお願

いしたいと思います。 

 温泉つきで、本当にほのぼの湯はよいお湯

だと私も思っております。介護予防にもつな

がっていくと思いますので、その点はぜひ設

計上お願いをしたいと思います。 

 次に、介護慰労金についてお尋ねをします。 

 高齢化に伴い、老老介護の方もふえてきま

した。介護するほうが倒れてしまったら、本

当に大変になってしまいます。 

 現在、内灘町では、申請をすると介護慰労

金3,000円、紙おむつと合わせれば8,000円の

支給がされております。 

 増額してほしいというような声もあります

が、この点についてはどのようにお考えでし

ょうか。お尋ねします。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 当町では現在、

要介護者を常時介護している在宅介護者に対

しまして、精神的・経済的負担の軽減を図る

ため、家族介護支援事業として、今ほど議員

の申されました介護慰労金を月額3,000円支

給しております。 

 ご質問の介護慰労金の増額につきましては、

以前、支給要件を要介護者の在宅生活３カ月

経過後としておりましたけれども、今年度か

らは制度を拡充いたしましてその３カ月要件

を廃止するとともに、２号被保険者である40

歳から64歳までの要介護の方も対象とするよ

うに改正したところでございます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ３カ月を経過してか

らが３カ月はなくなったと、大変だというこ

とで、３カ月たたなくても申請をすれば支給

されるというふうによくなったと、40歳から

64歳の方も対象になるということで、拡大さ

れたことは大変喜ばしいというふうに思いま

す。 

 増額の点についてはいかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 今ほど申しま

したとおり、今年度、３カ月要件を廃止をし

ております。また、２号被保険者である40歳

から64歳までの要介護者の方にも、今年度に

改正いたしましたので、今現在のところ考え

てはおりません。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 拡大したところで難

しいということですね。 
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 本当に介護というのは大変で、精神的にも

身体的にも大変になってくると思います。ぜ

ひ増額を今後検討されて、尐しでも慰労をで

きるような町であってほしいなというふうに

思いますので、お願いをいたします。 

 ３番目に、子育て支援の充実を願い、中で

も子どもの医療費助成についてお尋ねをしま

す。 

 先ほども町長のほうから答弁がありました。

３日の町長の提案理由説明の中にもありまし

た。未来を担う子供たちは町の大切な財産で

あると、子どもの医療費の現物給付方式導入

に、現在、実施に向けた検討を行っていると

ころというような説明がありました。 

 県は、市や町が選択すれば引き続き県の補

助を行うとし、予算も３億5,000万から４億円

と医療費増を見込んだ予算を組んでいます。 

 内灘町は平成25年４月より、通院、入院と

も18歳まで助成、小学校以上は月1,000円の自

己負担ありとなっています。平成25年6,970

件、平成26年見込みでは8,589件と2,133人増

となり、本年度予算では1,150万円増の6,000

万円の予算が組まれております。 

 現物給付方式、いわゆる窓口無料化は既に

輪島市は昨年の11月から実施されております

し、４月には能美市、10月には宝達志水町、

加賀市、白山市、小松市、来年１月にはかほ

く市が予定しているというふうに聞いており

ます。 

 一日も早く、保険証だけで医者に行かれる

ように現物給付方式にしてほしいと思います。

給料日前だから子供に我慢させなくてもいい

と、また早期発見、早期治療で医療費も安く

済む、子供も家にお金がないことを心配しな

くても、ものいと言えるようになります。い

いことばかり。 

 内灘町はいつごろ予定しているのかお尋ね

をしたいと思います。ネックになっている検

討課題はどの辺にあるのかというようなこと

もお尋ねしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 ご質問にお答

えいたしたいと思います。 

 乳児医療費助成につきましては、今ほど町

長のほうからも生田議員にお答えをいたしま

したが、県の制度改正に伴いまして平成27年

度から、市町の判断のもと、制度の選択制と

して現物給付方式が導入されることとなりま

した。 

 町といたしましては、現行の18歳までの医

療費助成と小学生以上の月1,000円の自己負

担、就学前の自己負担なしを基本といたしま

して現物給付方式の導入を検討したいと考え

ております。 

 今、議員の申します、いつからっていうこ

となんですけれども、この導入に当たりまし

ては、システムの改修、また医療機関、審査

支払い機関などとの調整が必要になりますの

で、この調整がつき次第、早急に進めていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 新聞記事に、県は、

ワンコインで医者に行かれるようにして自動

償還払いを進めるとありました。 

 今ほどは現物給付にということで、ワンコ

インは考えていないということでよろしいん

でしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 県はワンコイ

ンということで、１カ月に１回、通院だと自

己負担500円となりますが、月1,000円が原則

であることから、残りの500円はどうなるのか

ということだと思いますけれども、県は、１

カ月の自己負担が1,000円に満たない場合に

は差額の徴収はしない予定としております。

町の対応といたしましては、今後検討してい

くことになるかと思います。 
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 以上です。 

 失礼しました。一言加えさせていただきま

す。 

 町のほうは、ワンコインで県と同時にして

いきたいなと考えておりますので、よろしく

お願いします。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 そうしますとワンコ

インでということで、今ほどの答弁では、月

１回だけの方は500円ということなので、あと

500円は県が助成ということでよろしいので

しょうか。 

 また、自動償還払いを進めるということで

すので、自動償還払いにするにはシステムの

変更が必要になってくるんじゃないかなとい

うふうに思います。自動償還払いにする場合

のシステム変更は、同時に現物給付にしたと

きにもそのシステム変更したままでそれが使

えるのかどうかというようなこともお尋ねし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 先ほども申し

ましたけれども、システムの改修については

いろいろな方法があろうかと思いますけれど

も、今後、自動償還払いについても後戻りが

ないように進めていきたいと思ってますので、

よろしくお願いします。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 そうしますとワンコ

インで、まずは県がワンコインというふうに

してるように、ワンコインで病院に行くと、

医者にかかれるようにすると。自動償還払い

は、今後、現物給付のことも考えて進めてい

くというふうに理解してよろしいんでしょう

か。それが、検討がうまくいった場合に現物

給付の実施をしていくというふうに理解して

よろしいんでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 今ほど議員の

申しましたとおり、その他も含めまして、シ

ステム改修等の研究をしながら、どういうふ

うなやり方がよいのか今後進めていきたいと

思ってますので、よろしくお願いします。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 今ほどのご質問でご

ざいますけれども、月に一度医療機関にかか

った場合には、ワンコインで500円でございま

す。うちの場合は自己負担額1,000円とありま

すけれども、その500円に足りない部分につい

ては町と県とで折半して持つと。 

 それでまた、自動償還とかそういうシステ

ムの変更がありますけれども、今、システム

の変更につきましては約2,000万ほどかかる

というふうなことを聞いております。 

 それとまた、何度か医療機関にかかる場合

ありますね、月に３回か４回。ワンコインで

したら、３回かかったら1,500円となります。

そういうときには500円を保護者の方に自動

でお返しすると、そういうシステムを今考え

ておりますので、ご理解のほどをお願いいた

します。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 わかりました。 

 ワンコイン方式ではなく、他の市町が実施

を予定しているように、一日も早く現物給付

方式の実施になるように願っております。 

 またもう一つ、県は、ひとり親家庭の子ど

もの医療費も、町が選択すれば償還払いから

現物給付が可能になるとしていますが、この

点についてはどうでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 同じ医療費助

成の、ひとり親家庭等の医療費助成につきま

しても現物給付の導入を図ってまいりたいと

考えております。 

 以上です。 
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○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ひとり親家庭の子ど

もの医療費については、同じように現物給付

を検討していくというふうな理解でよろしい

んでしょうか。いずれにしても、県の子ども

の医療費助成について、また子供支援につい

て県が動き始めたということで、大変喜ばし

いことかなというふうに思っております。 

 なかなか動かなかった県が動き始めたとい

うことと、今後、県が本当はもっとシステム

変更等に助成をしてくれたりとか、県の医療

費助成が拡大すれば、もっと町が積極的に現

物給付を実施することができるかなというふ

うに思っております。本当に一日も早く現物

給付方式になるように願っております。 

 ４番目に、最後の質問に移ります。 

 合葬式墓地についてお尋ねしたいと思いま

す。 

 27年度、4,320万円の建設工事費の予算が組

まれています。住民の皆さんからは、「合葬

式墓地、これはいい。家族と話していたんや」

「墓を守っていかれなくなったらどうしたら

よいのか」、また「娘が結婚して後を継がな

い。内灘町霊園に墓を借り管理料を払ってい

るけど、私たちで終わり。後はどうなるのか

不安」「墓を借りている人を優先して入れて

もらえないものか」などなど、合葬式墓地を

めぐって話題になっております。 

 これから詳細を決めていくことになるかな

というふうに思いますが、合葬式墓地をどの

ように位置づけ、どのように考えているのか

お尋ねしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 平成25年12月にお墓に関する住民アンケー

トを行った結果、継承者の問題、経済的理由、

また家族観の変化等、社会情勢の変化に伴い

お墓についての多様化が進んでいるという結

果でございました。 

 住民ニーズに応えるため、町では来年度（平

成27年度）、納骨室に300体、直接埋葬室に680

体を収容できる規模の合葬式墓を建設するこ

ととしております。 

 議員ご質問の墓地の管理料を払っている方

が合葬墓を希望したときの優遇措置について

でございますが、今のところ特に設ける予定

はございませんが、利用者には使用料を安価

な価格設定として、納骨室は１体当たり約13

万5,000円、埋葬室につきましては１体当たり

約７万円とし、年間の管理料はいただかない

というような価格設定となっております。 

 今後、募集条件や管理内容等、議員の皆様

にお示しいたしまして適正な管理に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 合葬式墓地について、

高齢に近づくに従い検討の一つの選択肢とな

り、内灘町に建設されることの意義は大きい

というふうに思っております。 

 皆さんの意見を取り入れてよりよいものに

なるよう願って、これで私の質問は終わりま

す。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井良信議員。 

   〔６番 藤井良信君 登壇〕 

○６番【藤井良信君】 本日傍聴の皆様方に

は、長時間にわたりましてお疲れさまでござ

います。多分、私が午前最後になるかと思い

ます。 

 議席６番、公明党、藤井良信。 

 平成27年第１回内灘町議会定例会３月会議

におきまして一般質問を行います。一問一答

方式です。 

 初めに、今月14日の北陸新幹線開業に相ま

って、本年は、地方への新しい人の流れをつ

くる地方創生元年の年とも言えるところでご

ざいます。そして各自治体における地方創生

の施策推進では、取り組みがいよいよ具体化
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される段階に入ってまいりました。 

 そこで私の最初の質問は、昨年12月定例会

の一般質問に引き続く地方創生に係る町の当

面の取り組みということからお伺いをしたい

と思います。 

 まず、国の平成26年度補正予算では、地方

財政対策費として、まち・ひと・しごと創生

事業費に１兆円が確保されております。そし

てそのうち、地方創生先行型交付金の地方版

総合戦略策定費として1,400億円、また地方版

総合戦略の実施事業上乗せ交付金では300億

円が国のほうで予定がされています。 

 そこでお伺いをしますが、これらに係る町

の取り組みでは、国への計画の申請はされた

かどうか、進捗状況をお尋ねしたいと思いま

す。お答えください。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 国では緊急経済対策により、平成26年度地

方創生関係の補正予算として、本年１月に地

域住民生活等緊急支援のための交付金を設け

ております。 

 この交付金は、地方創生先行型と消費喚

起・生活支援型の２つの交付金で構成されて

おります。１つ目の地方創生先行型は、まち・

ひと・しごと創生に向けた地方版総合戦略の

策定と先行的な取り組み等の事業への支援を

目的としております。２つ目の消費喚起・生

活支援型は、回復のおくれている地方の消費

を呼び起こすことなどを目的としております。 

 当町にはそれぞれ、先行型で約3,100万円、

消費喚起・生活支援型で約4,500万円の交付内

示があり、現在、県を通じ内灘町として事業

計画を国に提出し、審査を受けているところ

でございます。 

 なお、国の事業採択は今月の中ごろになる

と今現在思っております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 続きまして、平成26

年度補正予算からの地域消費喚起・生活支援

型の2,500億円が予定されているわけですけ

れども、この件に関しましては、先ほど、特

にプレミアム商品券の発行ということにおき

まして恩道議員のほうから答弁がございまし

たので、私のほうはこの部分は割愛をさせて

いただきます。 

 次に、国の平成27年度まち・ひと・しごと

創生関連では約１兆4,000億円の予算計上が

されております。そこで、ここは地方創生に

係る町の計画についてお伺いします。 

 先月の26日、国土交通省は、これまでの地

域活性化の拠点とも言える全国の道の駅の中

から、６カ所の全国モデルと重点「道の駅」

35カ所を選定しました。そして選定された道

の駅の全国モデルでは、大きく分けて、地域

外から活力を呼ぶゲートウェイ型と、地域の

元気を創る地域センター型の２種類に分類さ

れるそうです。 

 ちなみに、国での道の駅制度が創設された

のは1993年でございましたが、現在、全国で

は1,040カ所に広がっております。特産品の直

売や観光産業の提供などによる雇用創出や地

域経済の活性化に大きな役割を担っていると

ころかと思います。 

 そこで、新たな道の駅内灘モデルの計画に

ついて提案をさせていただきたいと思います。 

 ここは、今ほどのゲートウェイ型と地域セ

ンター型の両方のメリットを生かして、現在

ある道の駅を移転、大規模改修していくこと

の地方創生プラン計画の策定ということにな

りますが、今、町で計画中の温浴施設ほのぼ

の湯と新たな道の駅が一つの地域センター総

合施設として計画がされ、加えて、サンセッ

トブリッジ内灘は多彩色のＬＥＤ照明による

ライトアップを進めていくことの、まさに温

浴施設、道の駅、内灘大橋の３施設が魅力的

な一つのエリアゾーンの中で一体化するコン

セプトデザインが考えられないかということ
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でございます。 

 ここは、観光、経済、雇用のための地方創

生を図っていくべきであると思いますが、町

のお考えをお聞きしたいと思います。お示し

ください。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 国の地方創生関連の新年度予算につきまし

ては、国の総合戦略における４つの基本目標

に則した施策に対応したものとなっておりま

す。 

 その基本目標は、１つ目といたしまして、

地方における安定した雇用を創出する、２つ

目といたしまして、地方への新しい人の流れ

をつくる、３つ目といたしまして、若い世代

の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、４

つ目といたしまして、安心な暮らしを守ると

ともに地域間連携を進めるというものとなっ

ております。 

 今後、内灘町においてもこれらの目標が達

成できるよう、議員ご提案のサンセットブリ

ッジのライトアップや道の駅を含めた温浴施

設等の事業プランも含め、町の魅力ある観光

資源を有機的に結びつけ地方創生につなげて

まいりたいと考えております。また、その内

容につきましては、来年度に策定する内灘町

まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で検討

してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 明快な答弁ありがと

うございます。 

 今ほどのまち・ひと・しごと創生とのこと

から、ここはもう一つお尋ねをしたいと思い

ます。 

 かねてから川口町長は、町の重要な観光資

源である内灘海岸を日本海側の湘南と呼べる

ような魅力発信について、この本会議場で何

度も答弁をされております。町長の湘南への

飽くなき思いの深さがこれまで強く感じられ

てまいったところでございますが、そこで、

そのための局面打開と申しますか、飛躍の一

手といたしまして、ここで私のほうから一つ

の提案をしたいと思います。 

 神奈川県湘南のエリアゾーンのどこか適切

な自治体と都市間交流を結び、お互いの情報

交換を通じてきずなを深め合うことによる新

しい地方創生の活路を見出していくことはで

きないか。加えて、これらの取り組みによる

若者の仕事支援や雇用を図っていくべきであ

ると、そういった考え方でございます。 

 そこで、そういった都市間交流、ローカル

シフトへの対応について、町のお考えをお聞

かせください。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 私は、内灘町の観光資源で一番とも言える

のは内灘海岸であると思っており、内灘海岸

を湘南海岸のように町内外から親しまれるに

ぎわいのある環境にしたいとの思いを発信し

てまいりました。 

 そこで、内灘海岸のにぎわいづくり、活性

化対策を町の観光戦略、魅力発信事業に位置

づけ、内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦

略の中で事業の推進を図ってまいりたいと考

えております。 

 この事業を進める中で、藤井議員ご提案の

神奈川県湘南地域の周辺自治体等と観光面で

の情報交換をぜひとも進めてまいりたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 ありがとうございま

す。 

 今ほどは、町長のほうから明快な、都市交

流をやっていきたいという答弁でございまし

た。ありがとうございます。 

 次に、白帄台で計画中のケアハウスと小規
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模多機能施設の計画についてお伺いしたいと

思います。 

 今ほどからの地方創生の主たる意義におき

ましては、将来の人口減尐時代に対応すべく、

若者が生まれ育った地域で仕事をし、医療、

介護などのサービスが生涯にわたり保障され

る仕組みを維持していくことが大切であると

のことでございました。 

 そこで、今月の３日、入札が無事終了した

とお聞きをしておりますが、白帄台で計画中

のケアハウスと小規模多機能介護施設の建設

概要や今後の日程、機能などについて、どの

ようなものかお聞きしたいと思います。ご説

明ください。 

○議長【夷藤満君】 上出孝之副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 ケアハウスと小規

模多機能施設についてのご質問にお答えしま

す。 

 白帄台に整備中の介護保険施設は、社会福

祉法人健悠福祉会が計画しているもので、ケ

アハウス（40室）に小規模多機能型居宅介護

事業所（登録定員25人）を併設した複合施設

となります。 

 建設規模は、鉄骨づくり３階建て、延べ床

面積約2,200平方メートル。１階に小規模多機

能型居宅介護スペース、そして２階と３階に

はケアハウスが入ります。 

 今後の工程は、３月中に着工、12月に完成、

28年２月には事業開始を目指すものでありま

す。 

 施設の機能として、ケアハウスは、自炊が

できない程度の身体機能に低下のある方や、

独立して生活するには不安があり、家族の援

助が受けられない60歳以上の方が対象の施設

であります。また、小規模多機能型居宅介護

事業所は、通所を中心に、訪問、泊まりの３

つの介護サービスが一体となり、24時間切れ

目なく介護サービスを提供する施設となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 ありがとうございま

す。 

 これまでも公明党は、高齢者が住みなれた

地域で医療、介護、生活支援サービスが安心

して受けられるよう、地域包括ケアシステム

の構築を全国で進めてきたところでございま

す。そして、今後も介護サービスを必要とす

る方がより利用しやすくなるよう、小規模多

機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせた複

合型サービスを大幅に拡充するとともに、Ｉ

ＣＴの活用も含めて、24時間365日、いつでも

利用可能な在宅支援サービスの具体化を進め

てまいりたいと思います。 

 そこで、最後の質問になりますが、安心の

介護サービスについて４つの点からお伺いし

たいと思います。 

 まず、政府はこのほど、新年度から９年ぶ

りに介護報酬を引き下げるとのことでござい

ます。介護職員の給料が下がり、介護サービ

スの低下が懸念されるところでございます。 

 この点から、町はどのようにお考えでしょ

うか。 

○議長【夷藤満君】 大徳茂町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 お答えをいた

します。 

 介護報酬が引き下げられることにより介護

事業者の収入が尐なくなりますので、人件費

の削減、サービスの質の低下につながらない

よう、介護職員の処遇改善加算の特別枠拡大

が今回の改正で行われます。これは、職員の

給料引き上げなどの待遇改善について、一定

の基準を満たしている事業者に介護報酬の一

部加算を認めるものでございます。 

 町では、介護職員処遇改善加算の適切な活

用による介護サービスの維持向上を介護事業

者に対しまして指導してまいりたいと考えて

おります。 



 －36－ 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 月額１万2,000円の加

算ということだったかなというふうに思って

おるんですが、また、障害者サービスの報酬

の引き下げということも一時あったそうであ

りますが、その点は阻止できたというふうに

お伺いをしております。 

 次に、介護保険料が27年度から引き上げら

れる見込みであると聞いております。年金生

活者などの生活への影響も心配されてまいり

ます。 

 この点からは、町ではどのようにお考えで

しょうか。お答えください。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 お答えをいた

します。 

 65歳以上の高齢者が支払う介護保険料は市

町村ごとに決められます。平成27年度は保険

料改定の時期に当たるため、向こう３年にか

かると見込まれる介護保険費用から算定をし、

保険料案を今議会でお示しをいたしました。 

 高齢者人口の増加に伴いまして介護を受け

る人が年々増加し、介護保険サービスにかか

る費用もふえ続けていることから、やむなく

保険料の引き上げが必要となりました。 

 保険料率は所得区分によって異なりますけ

れども、所得の低い人は段階的に保険料が軽

減されております。また、町民税が非課税と

なる世帯の方につきましては、これまでより

保険料の軽減幅が拡大をされております。 

 さらに、内灘町では、所得区分を標準の９

段階よりも多い12段階と設定をいたしまして、

高所得層の保険料率を引き上げることにより

保険料の上げ幅を最小限に抑制をするなどの

配慮をしております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 次に、３点目でござ

いますけれども、要支援者など軽度のお年寄

りのヘルパーやデイサービスが今後切り捨て

られるのではないかとの心配の声もございま

した。 

 この点から、町のお考えをお聞きしたいと

思います。どうでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 お答えをいた

します。 

 介護度は、要支援１、２と要介護１から５

までの７段階となっております。この要介護

認定を受けた人が介護サービスを利用し、ヘ

ルパーなどの専門職がいる事業所がサービス

を提供をしております。 

 要支援の方は、買い物や掃除といった生活

面の一部に支援が必要な状態と想定をされま

すことから、要支援の方を対象とするサービ

スのうち、訪問介護と通所介護については、

今後、町が地域支援事業の枠組みで行う生活

支援サービスとして提供されることになりま

す。 

 これまで全国一律のサービスであったもの

がＮＰＯやボランティア団体にも委託できる

ため、多様なサービスの提供が可能になりま

す。 

 平成29年度までに完全移行するため、町で

は町民ニーズを把握し、多様なサービスの担

い手となる団体や組織の育成、体制整備に今

後取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 今ほどございました

地域支援事業に関しましては、私どもも大変

期待をしているところでございますが、中に

は地域サロンや外出支援、買い物、調理など

の家事支援など、そういった取り組みもする

ことが可能となってくるというふうに聞いて

いるわけでございます。何とぞそういった取

り組みをよろしくお願いいたします。 
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 最後に、４つ目となりますけれども、特養

老人ホームには要介護３以上のお年寄りでな

ければ入れなくなるのではないかとの声も寄

せられております。 

 要介護１、２の高齢者の方は今後どうなる

のか、町のお考えをお尋ねしたいと思います。

どうでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 お答えをいた

します。 

 これまで、特別養護老人ホームなどの介護

保険施設の入所基準は一律に要介護１から５

までとなっており、介護度が比較的低くても

入所できました。 

 特養は有料老人ホームなどに比べて利用料

が安いこともあり、入所待ちが全国で約52万

人に上ります。深刻な施設不足に陥っており

ます。そのため、平成27年４月から、原則、

新規入所は要介護３以上の人に限定され、特

養は介護度の重い人に特化した施設となりま

す。 

 なお、要介護３以上の要件は新たに入所す

る人の基準で、既に今現在入所している方は、

要介護１、２であってもそのまま入所を継続

することができます。 

 また、要介護度が１、２と低くても、やむ

を得ない事情に該当する場合、新規入所がで

きます。やむを得ない事情の例といたしまし

ては、認知症高齢者や虐待を受けている方な

どが挙げられます。 

 町では今後、在宅サービスの充実を図ると

ともに、在宅介護が困難な方の受け皿といた

しまして個人の状況に応じた選択が可能とな

るよう、多様な施設、居住系サービスを計画

的に整備してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 答弁ありがとうござ

います。 

 ただいまのお答えからは、今後、地域での

包括ケアシステムの重要性ということが言わ

れるんではないかというふうに感じていると

ころでございます。 

 10年後、2025年になりますけれども、超高

齢社会に備えて公明党は、医療、介護予防、

住まい、生活支援が地域で一体的に提供され

る地域包括ケアシステムの構築を目指し、昨

年７月に政策提言を発表したところでござい

ますが、今後とも、その提言に沿って、町執

行部におかれましても政策が進められていき

ますことを願いまして、私の一般質問を以上

で終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【夷藤満君】 この際、暫時休憩いた

します。 

 再開は午後１時30分といたします。 

           午後０時01分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時30分再開 

    ○再   開 

○議長【夷藤満君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 ２番、中島利美議員。 

   〔２番 中島利美君 登壇〕 

○２番【中島利美君】 議席番号２番、中島

利美です。 

 通告に従い、一問一答方式で質問させてい

ただきます。 

 まず初めに、一昨日行われました内灘高校

の卒業式にあわせて冒頭で内灘町長賞の表彰

が行われ、ことしは２名の生徒が表彰を受け

られました。この内灘町長賞は、地元である

内灘町が内灘高校の存続とさらなる発展を願

い、川口町長が生徒の皆さんへのエールの思

いも込めて昨年度より創設されたものです。 

 各種の全国大会で優秀な成績をおさめられ
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た生徒たちの栄誉とともに内灘町の名が全国

へと知られるよう、今後の内灘高校の発展と

ご活躍を祈念いたしまして、質問に入らせて

いただきます。 

 皆さん、覚えていらっしゃいますでしょう

か、４年前の３月11日のことを。 

 私は、４年前のちょうど今ごろは、内灘町

議会議員になるための大きな目標に向かって、

まさに選挙運動の真っただ中でした。大きな

揺れとともにテレビ画面に映し出された映像

は、これまでに見たこともないような、まる

で地獄絵のようなありさまでした。そして、

多くの人命とともに、はかり知れないほどの

多くのものを失いました。 

 しかし、私たち日本人は、きずなという心

で結ばれ、日本国民全てが、そして世界の多

くの人々が復興に向け助け合い、強い日本に

するために、この甚大な災害から多くのこと

を学んだのではないでしょうか。 

 当町においても、川口町長が掲げる安心安

全のまちづくりのもと内灘町防災マップがつ

くられ、今日まで、各公共施設においては着々

と耐震化や防災設備が整えられてきました。

そして現在までに、内灘町内において32カ所

が指定避難所として指定されました。 

 ここでお尋ねいたします。 

 向粟崎５丁目にある東集会所は、指定避難

所に指定されているにもかかわらず、いまだ

にバリアフリー整備がされておりません。立

地環境の問題等もあり、正面玄関側は急な階

段で、隣接する公園側からも五、六段の階段

になっており、唯一、建物の後ろ側に面する

道路からだけスロープが設置されているとい

う状況です。 

 しかし、実際にそのスロープを上って建物

内に入ろうとしても、建物の周辺が整備され

ておらず砂利のままなので、車椅子などで建

物に入ることは不可能な状態となっています。

そして建物内に入っても、トイレなどは従来

どおりの 

 

和式水洗トイレのままです。このままでは指

定避難所としての役割が果たせていないので

はないでしょうか。 

 町の予算には限りがあることや優先順位が

あることも十分に理解はしておりますが、災

害はいつ起こるかわからない、そんな思いで、

せめて外側の整備だけでも早急に進めていた

だきたいと思いますが、町のお考えをお聞か

せください。 

○議長【夷藤満君】 北川真由美教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 東集会所につ

いてお答えいたします。 

 現在、町では、昭和56年以前に建築された

公民館等の耐震診断の結果を踏まえ、建築年

度等を考慮しまして耐震補強計画を策定し、

順次耐震改修工事を進めているところでござ

います。 

 向粟崎東集会所は昭和58年に建築されてお

り、耐震基準は満たしている建物になります。

ただ、議員が言われるように、内灘町地域防

災計画において避難所に指定されている建物

になります。現状では、車椅子の方、また体

の不自由な方が出入りしにくい状況となって

いるのも今おっしゃるとおりでございます。 

 砂利の部分など、建物の周辺については早

急に整備を検討したいと考えております。ま

た、トイレなど施設内の改修につきましては、

今後、公民館等の改修計画を進めていく上で、

バリアフリー化も考慮しながら改修を図って

まいりたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 今ほどは、外側から

だけでも早急に取り組んでいただけるという

ことで、ありがとうございます。 

 補足してお願いするとすれば、中の整備を

する段階においては、やはり地元の町会の皆

さんとよく話し合いをして、せっかくやられ
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るのであれば、使い勝手のいい将来性のある

整備にしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 次の質問は、ひとり親家庭の学習支援につ

いてです。 

 近年、家族形態の多様化からひとり親家庭

の世帯が増加傾向にあり、その中で子供たち

の生活環境にも大きな影響を与えているもの

と思われます。 

 平成26年に厚生労働省が策定したひとり親

家庭の支援についてという指針では、主に子

育て・生活支援、就業支援、養育費確保支援、

経済的支援の４本の柱で構成されており、今

回はその中からひとり親世帯の保護者の方々

から要望の多かった子育て・生活支援の中の

一つである学習支援ボランティア事業につい

てお尋ねしたいと思います。 

 この学習支援ボランティア事業とは、ひと

り親家庭の児童は、精神面や経済面で不安定

な状況に置かれることにより学習や進学の意

識が低下したり、十分な教育が受けられず、

児童の将来に不利益な影響を与えかねないた

め、ひとり親家庭の児童の学習を支援したり、

気軽に進学相談などを受けることができるよ

う大学生などのボランティアをひとり親家庭

に派遣するものです。全国的にも年々その必

要性は高まり、各自治体が注目している事業

でもあります。 

 しかし、現在、当町においてこの事業は行

われておりません。現在、石川県内でこの事

業を行っているのは金沢市と白山市だけです。 

 そこで、既に実施している金沢市の担当者

に利用状況などをお聞きしたところ、対象者

は中学生で、利用ニーズは非常に高く、利用

者は年々増加しているとのことです。 

 また、この事業は国の補助事業でもあり、

石川県でも上限額528万9,000円の予算がつけ

られております。補助割合は、県が４分の３、

町が４分の１となっており、町にとっても負

担の尐ない大変有利な補助事業であります。 

 各自治体によってボランティアに支払う金

額は多尐の違いはあるようですが、大体１回

の派遣で3,000円から4,000円くらいが主なよ

うです。とすれば、１回のボランティアにか

かる町の負担金はおおよそ1,000円程度と考

えられます。 

 この金額を安いと捉えるか高いと捉えるか

は町長のご判断になると思いますが、子育て

支援ナンバーワンを目指される心の大きな川

口町長でありますので、ぜひお考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 議員言われておりますとおり、ひとり親家

庭学習支援ボランティア事業につきましては、

県内で２つの市が実施をしております。また、

来年度には幾つかの市町でも実施するとお聞

きしております。 

 学習支援には、ボランティアの訪問による

もののほか、学習支援教室での開設など、い

ろいろなケースの支援方法があると思ってお

ります。 

 今後、国のひとり親家庭等生活向上事業の

活用を念頭に、学習支援者や保護者の実情に

配慮した支援のあり方を検討してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 ありがとうございま

す。 

 いずれにしても、このひとり親家庭の支援

事業はこれからますます必要になってくると

思われます。どうぞひとり親家庭の保護者も、

そして子供たちも内灘町で安心して暮らせる

ように支援策をよろしくお願いいたします。 

 次の質問です。 

 乳幼児の保護者に対するスマホの啓発対策

についてでございます。 
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 私はこれまでにも議会の一般質問の場で、

小学生や中学生に対するＩＴ機器の啓発、い

わゆる携帯電話やスマートフォンの使用実態

や問題点などを課題に取り上げてまいりまし

た。 

 そして、小中学校では児童生徒にはもちろ

ん、保護者に対しても啓発のためのチラシの

配布や警察による講習会など、さまざまな取

り組みがなされてきました。特に内灘中学校

の生徒会が自主的に取り組んだ内灘中ルール

は、生徒みずからが考え啓発運動に取り組ん

だということで新聞にも取り上げられ、県内

でも大変注目されました。 

 このように、中学生くらいの年齢になれば

ある程度自分で考える力と行動ができるよう

になりますが、小学生以下の子供たちではそ

のような能力がまだまだ不十分です。まして、

乳幼児に至っては、保護者の生活習慣そのも

のが直接乳幼児の成長につながっていくと考

えられます。 

 先日、私はある病院で１枚のポスターに目

がとまりました。そのポスターのタイトルは

「スマホに子守りをさせないで！」。きょう

は参考資料といたしまして、執行部の皆様の

お手元にポスターと同じもののチラシを配付

させていただきましたので、ごらんになりな

がらお聞きいただければと思います。 

 大変わかりやすいチラシになっています。

これは日本小児科医会が作成した啓発ポスタ

ーです。 

 ここで日本小児科医会のコメントを読ませ

ていただきます。 

 メディアの各種機器とシステムは、急速

な勢いで発達し普及しています。 

 今や国民の６割がパソコンや携帯電話を

使い、わが国も本格的なネット社会に突入

しました。 

 これからもメディアは発達し多様化して、

メディアとの長時間に及ぶ接触はいまだか

つて人類が経験したことのないものとなり、

心身の発達過程にある子どもたちへの影響

が懸念されています。 

 日本小児科医会では、子どもに関係する

すべての人々に、現代の子どもとメディア

の問題を提起します。 

 このように、医療の現場から既に子供たち

への警報が発信されています。 

 そこでお尋ねいたします。 

 町では、このような社会的現象をどのよう

に認識しているのか。また、これまでに町内

の保育園、保育所、幼稚園、子育て支援セン

ターなどで、保護者に対しての啓発運動など

を行ったことはあるのかお尋ねいたします。 

○議長【夷藤満君】 大徳茂町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 スマホの啓発

についてお答えいたします。 

 乳幼児期の子供がスマホを長時間使用する

と、言葉や心の発達に何らかの影響があるの

ではないかと認識をしております。 

 また、啓発ポスターにつきましては、保育

所や子育て支援センター等に掲示はしており

ませんが、保健センターでは、４カ月の健診

時に日本小児科医会発行のチラシを配布しま

して啓発活動を行っております。また、子育

て支援センターでは保護者に対しまして、長

時間スマホを使用している方に対してお声か

けをしております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 親の年齢が若ければ

若いほど、スマホや携帯電話の使用時間は長

時間にわたる傾向にあります。 

 最近では、子供が泣いたりぐずったりした

ら子供をなだめるためのアプリなども開発さ

れ、だっこをしたりあやしたりといったスキ

ンシップでの子育てがどんどん尐なくなって

いるとも言われています。 

 しかし、子育てとは、肌と肌との触れ合い

や人と人との会話などから愛情が伝わり、親
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子の信頼関係が育まれていくのではないでし

ょうか。 

 子供は町の宝です。５年後、10年後、子供

たちが心豊かな大人に成長することを願い、

子育て中の保護者に対して早急に啓発対策を

行う必要があると思いますが、町のお考えを

お聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 親がスマホに

頼り過ぎない、親子の触れ合いの時間を大切

にという意味では、保護者に声かけや啓発ポ

スター等の掲示、また支援センターで行って

いる各種事業などでも啓発活動をしていきた

いと考えております。 

 ポスターにつきましては早急に、保健セン

ター、保育所、支援センター等に掲示したい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 本日皆様のお手元に

配付させていただきましたチラシ、大変わか

りやすいものだと思います。じっくり読むと

かいったようなものではありませんので、ぱ

っと見て、ぱっとわかる、これこそが啓発の

第一につながると思いますので、どうぞ早急

に関係機関への配布、添付をよろしくお願い

いたします。 

 終わりになりますが、私も町議会議員に初

当選以来この４年間、町民の皆様のご支援や、

また執行部の方々のご指導、そして先輩議員

のご指導のおかげをもちまして、無事４年間

の任期を終えようとしています。この場をお

かりして深く感謝申し上げたいと思います。

本当にありがとうございました。 

 そして、４年前に掲げた「元気で明るい内

灘町 今日よりももっといい明日へ」をキャ

ッチフレーズに、改めてしっかりと胸に刻ん

で、改選後も生田議員同様、私もこの場に立

てるようお誓いいたしまして、締めくくりと

させていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水文雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 10番、清水文雄でご

ざいます。 

 今期最後の質問ということで、４期16年64

回目の質問をさせていただきます。 

 まず、質問に入る前に、議長と議会運営委

員会において、２番目に質問をされた恩道議

員の質問項目に通告が入ってない項目、プレ

ミアム商品券について質問されました。そう

いう意味では、その後に質問をされている北

川悦子議員、地域の振興策の質問の中で多分

これに触れるつもりだったんではないかなと

いうふうに思うわけでございますけれども。 

 私も、事前通告ということで細やかに通告

をするように、議長並びに議運のほうから申

し出をされております。そういう意味では、

通告にない質問をしたときに、私も答弁をも

らえない、質問をできないという場面もござ

いましたので、今後いろいろあると思います

けれども、余りにも露骨にそういう場面があ

りますと、議会のルールでございますから、

そういうことがないように、今後の対応策、

検討をお願いをしたいというふうに思ってお

ります。 

 それでは、通告に基づきまして質問に入ら

せていただきます。 

 まず、2015年度予算案について質問をさせ

ていただきます。とりわけ、今後の町財政の

見通しについて町長の見解をお願いをいたし

たいと思います。 

 先ほどから多くの方が申されておりますよ

うに、安倍首相は、地方創生などと言いまし

て地方創生関連法案を制定をいたしました。

日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目

指すべき将来の方向を提示をするまち・ひ

と・しごと創生長期ビジョン及びこれを実現

するために、今後５カ年の目標や施策を基本
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的な方向を提示をするまち・ひと・しごと創

生総合戦略、これをまとめて閣議決定をされ

ているところでございます。 

 アベノミクスの地方への波及というローカ

ル・アベノミクスとして、先ほどからもいろ

いろ出ておるんですけれども、自治体に寄附

すると住民税などが軽減をされるふるさと納

税の充実、地方の企業誘致推進のための地方

の法人税減税、あるいは特産品の販売支援に

よる活性化、ＰＦＩの導入の促進、プレミア

ムつき商品券の発行などが取り沙汰されてい

るわけでございます。 

 しかし、この地方創生の背景には、アベノ

ミクスの地方への波及という選挙目当てのば

らまきパフォーマンスだけではなくて、地方

の人口減尐問題を前面に出して、アベノミク

スの影響による地方経済不振の責任を転嫁し

ようとする狙いもかいま見えるわけでござい

ます。 

 自治体の基盤である税財政は、三位一体の

改革で地方への負担が押しつけられ、尐子・

高齢化、過疎化、人口減尐の進行に財政難等

から自治体行政が限界に向かい、地域社会の

公共領域に空白が広がりつつあることも事実

でございます。そういう意味では、自治体の

基盤である税財政、この問題が今後重要にな

ってくるんだろうと思うわけでございます。 

 この間、高齢化の進行や低所得者層の増加

などに伴う扶助費の増あるいは国保会計や介

護保険会計の支出増は今後も、これからもふ

え続け、さらに団塊世代の全てが75歳以上の

後期高齢期に入り一挙に医療介護需要が増大

をし始める2025年問題への対応も求められて

いるわけでございます。 

 ご承知のとおり、我が内灘町も含め地方自

治体、今、道路や橋梁、上下水道の管路及び

施設あるいは保育所や学校、集会所や福祉施

設、図書館や体育館などなど、更新期が重な

り莫大な費用を要することから、これらイン

フラや公共施設の大幅縮小や統廃合が進めら

れるファシリティマネジメントが各自治体で

検討をされ始めているところでございます。

それらは直接住民サービスや安心・安全にか

かわる極めて重要な課題となっているのであ

ります。 

 そうした中で、今、内灘町の2015年度予算

案と今後の町財政の見通しについて質問をさ

せていただきます。 

 内灘町2015年度予算案は、一般会計が91億

1,600万円、前年度比で0.5％の増、国民健康

保険、介護保険、公共下水道などの特別会計

が64億6,880万、前年度比マイナス0.4％の総

額で155億8,480万円の総予算になっているわ

けでございます。 

 この内容を見ますと、一般会計は歳入で、

繰入金が４億5,300万円、町債が９億3,800万

円と２年連続の巨額になっているわけでござ

います。つまり、収入が不足しているので貯

金の取り崩しと借金でやりくりをしている状

況にあります。その結果、借入金の地方債残

高は、それまでの80億円台から、2014年度、

2015年度の２年連続で100億円を超える見込

みとなっております。 

 加えて、町の貯金の基金は、財政調整基金

が、2013年度末に７億円あったものが26年度

末見通しで４億円、27年度末ではわずか6,200

万円になってしまう。目的基金を加えた基金

合計も、25年18億円から27年はその約半分の

10億円程度に減るわけであります。 

 冒頭に述べさせていただきましたけれども、

今後、高齢化の進行や低所得者層の増加など

に伴う扶助費の増、国保会計や介護保険会計

の支出増、そして今後もふえ続ける、団塊世

代が全て75歳以上の高齢期に入り一挙に医療

や介護需要が増大をし始める2025年問題、こ

の問題に対しての町の対応が今後ますます重

要になってくるわけでございます。 

 その一方で、町長は北部開発の名のもとに、

総合公園整備事業のサッカー場、フットサル

場建設、そして町民が最も待ち望んでいる福
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祉センターほのぼの湯の建てかえ、そして宿

泊施設の建設、さらには仮称白帄台インター

チェンジの建設など、いわゆる開発、箱物と

言われるハード事業を積極的に推進をしてい

るのが現状であります。 

 今、純金融資産保有額、これが１億円以上

５億円未満の富裕層あるいは同５億円以上の

超富裕層と合わせると、100万世帯が金融資産

を１億円以上持っているということが野村総

研の調査で出ております。これは格差拡大を

示す数字でありますけれども、町の貯金であ

る財政調整基金が国内の富裕層にも及ばない

のでは、町民の町財政に対する不安が増大を

いたします。 

 こうした中で、町長は、中長期の財政運営

と財政計画、今後の財政の見通しについてど

のような認識を持っていらっしゃるのか、お

聞かせを願いたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 提案理由の説明で申

し上げましたとおり、私は就任以来、明るく

元気な町、誰もが住んでよかった、住みたい

と実感できるまちづくりを目指し、町民生活

に直結した安心・安全につながる施策を重点

に、中長期的な視点から平成27年度当初予算

を編成いたしました。 

 この結果、一般会計予算規模としましては

91億1,600万円の積極型予算となりましたが、

国や県の補助金や交付税算入のある有利な起

債の活用により財政状況にも留意しておりま

す。 

 財政調整基金や目的基金が減尐する中での

今後の財政運営についてのご質問ですが、国

の地方創生関連予算や地方財政計画の具体的

方向性が不透明であることから、現時点で的

確に見通すことは困難であると考えておりま

す。 

 今後も引き続き、財政規律を緩めることな

く自主財源の確保に努めるなど、行政運営の

効率化を図り、町民の皆様の負託に応える行

財政運営に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 また、財政計画を示せということでござい

ますが、内灘町では毎年秋ごろをめどに、今

後５年間の財政計画とあわせ投資的事業の取

りまとめをしております。 

 財政計画では、一般財源ベースでの歳入額

と義務的経費、経常的経費、繰出金など、必

要な歳出額をそれぞれ推計し、投資的経費に

充当可能な一般財源を算出しております。 

 一方で、各部署から今後５年間の投資的事

業をヒアリングし、事業計画上の必要一般財

源を集計し、財政計画とすり合わせすること

により、事業計画の実効性を確認していると

ころでございます。 

 しかしながら、今ほど申し上げましたが、

国の地方創生関連予算や地方財政計画の具体

的な方向性が不透明であることから、現時点

で財政計画を的確に見通すことは大変難しい

状況と考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 今の答弁をお聞きを

しまして、さらに財政面での不安が増大をい

たしました。国の動きがわからないから町の

財政も今後どうなっていくのかわからない、

それでは余りにも無責任なんではないか、そ

んなふうに思うわけでございます。 

 今、地方分権が叫ばれております。地方は

地方で自立をしてやっていく、そのためにも

やっぱり単年度収支でそれを黒にしていく、

そんなことが今後町の財政に求められていく

んだと思います。幾ら国や県との太いパイプ

と言われましても、それは国が示す地方のあ

り方を、地方はこうしなさいよというものに

なってしまう危険性があるんであります。 

 内灘町はやっぱり内灘町で自立をしていく、

そんなまちづくりが今、私は大切なんではな

いかなと思います。有利な起債というふうに
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申されておりますけれども、それも返済をし

ていかなければならないんであります。そん

な意味から考えれば、今後の町のあり方。ハ

ード面でそれを推進していっても、それを継

続していくためには経費がかかるわけです。 

 そんなことも考えながらやっていかなけれ

ばならないと思いますけれども、そういう意

味では、単年度収支についての町長の考えを

お聞かせを願いたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫総務部担当部

長。 

 〔総務部担当部長 中西昭夫君 登壇〕 

○総務部担当部長【中西昭夫君】 ただいま

のご質問にお答えいたします。ちょっと声を

痛めておりまして、ちょっと聞き取りにくい

かと思いますけれども、ご容赦お願いいたし

ます。 

 ただいまの単年度収支の考え方について答

弁をいたしたいと思います。 

 先ほど町長が申し上げましたとおり、中期

の財政計画に基づきまして町の予算編成を行

っております。長期的な計画の中で歳出が伴

うとき、またあるいはそれを引き締めるとき、

それぞれバランスをとりながら財政計画を今

後進めております。 

 単年度収支につきましては、議員ご指摘の

ように十分承知はしておりますが、町民の負

託に応えるための福祉の向上のため必要な経

費は必要な年度に計上していきたいと考えて

おります。 

 起債の件につきまして、償還は確かにござ

いますが、交付税で算入されたりいろんな意

味で財政の援助が国からありますので、そう

いった起債の借り入れをしながら、町の負担

を軽減しながら編成をしておるというような

状況にあります。 

 これからも町の財政健全化に努めながら、

町政運営について、また財政的な観点から町

の継続的な発展について努力していきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひとも具体的な自

主財源の確保、町長言われました。収入をど

うふやすのか、そんなことも含めて財政計画

をきちっとやって、一方では町民のための行

財政改革というのも必要だと思います。そん

な意味で、今後、私も町財政についてしっか

りとチェックをしながら提言等を行っていき

たいというふうに思っておりますので、具体

的なものが示されませんので、この質問につ

いてはこれで終えたいと思います。 

 次に、保育料徴収基準額の改正について質

問をさせていただきます。 

 これについては、９月議会からですか、い

つ示すのかということもお聞きをしとったん

ですけれども、なかなか示されませんでした。

12月議会でも一般質問でいつ示すのかという

質問をさせていただきました。 

 年明けということで、２月の常任委員会に

その案が示されたわけでございます。この改

正案、私から見ますと改悪案ではないかなと

いうふうに思うわけでございます。これまで

10区分であったものを８区分にするという改

正案でございます。 

 それで常任委員会の中で私も質問をさせて

いただいたんですが、なぜ10区分を８区分に

するのか、そのことについて具体的な答弁が

いただけませんでしたので、改めてこの一般

質問で聞かせていただきます。 

 なぜ10区分を８区分にしたのか、お聞かせ

をお願いをします。 

○議長【夷藤満君】 大徳茂町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 議員のご質問

にお答えをいたします。 

 現在、町の保育料徴収基準額の階層区分に

つきましては、国が示している範囲内で10階

層としているものでございます。 

 新制度における国の階層区分は、現状の８
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階層をそのまま町に移行したものであります。 

 町といたしましても、国の示す基準を限度

に階層を合わせ８階層で設定し、さらにその

階層において細分化して設定したものであり

ます。低階層区分につきましてはおおむね変

わりはございませんけれども、高階層区分に

ついては、保護者の所得を見据えながら区分

を設定したものであります。 

 また、国は、保育料の算定方法を所得税額

から町民税額に変更いたしました。移行に伴

っては、利用者への影響が大きくならないよ

うに町民税の所得割課税額を設定して行った

ものであります。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 私の聞いてるのは、

なぜ国の基準に合わせたのか、今まで、そう

したらなぜ10階層にしていたのかということ

をお聞きをしとるわけでございますけれども。 

 先ほどから何遍も国、県との太いパイプと

いうふうに言われておりますけれども、その

ことがまさにここに出てきているんではない

かなと私は思うんです。内灘オリジナルで、

階層を細かくしてそれぞれの所得に合わせて

やっていく、そんないい面というのが今度の

改正案ではなくなってしまうんではないか。 

 具体的に申しますと、市町村民税非課税世

帯はこれまで３歳未満児、３歳以上児ともに

ゼロ円で無料であったわけでございます。し

かし、新基準案では、３歳未満児3,500円、３

歳以上児2,400円徴収をされることになって

おります。 

 そういう意味では、自治体の責任である低

所得者層に対するこれまでの基準がなくなっ

てしまうという意味では、この改正案は私か

ら見れば改悪に受け取れるんですけれども、

その点についてどうでしょう。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 市町村民税非

課税世帯のうち、ひとり親家庭等の世帯以外

の世帯について、国が示す基準額の範囲内で

設定をしております。 

 基準額につきましては、改正案の３階層に

おける国と町との基準額の割合で設定をして

おります。利用者負担の公平性を勘案しまし

て、所得に応じた負担をしていただくもので

あります。現状の近隣市町村に比べ負担が尐

なくなるよう配慮したものであります。 

 また、内灘町の行財政改革推進委員会にお

いても、保育料負担の公平化、適正化につい

て、生活保護世帯を除く町民税非課税世帯の

検討をすることとなっておりまして、今回、

新制度の改正に伴いまして行ったものでござ

います。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 行ったのはわかっと

るんです。だからこれでは、今までやった低

所得者層に対する自治体としての責任という

のがないんじゃないか。なぜ低所得者層を切

り捨てていくんだ。今まで無料であったもの

が、これも所得の低い人ですよ。市町村税が

非課税の方たちは今まで無料だったわけです

よ。それが3,500円、2,400円というふうにな

っていく。私はそれは認めることはできない。

もっとやっぱりきちっと考えていくべきでは

ないかなと。 

 ちなみに他自治体、今言われましたね。他

自治体で金沢なんかは、私の聞いたところで

すよ、階層区分というのはそんなに変更はさ

せないと。今、金沢11区分ですか、11区分あ

るんですけれども、それを大幅に変える意向

はないというふうに聞いとるんです。そんな

ことから考えても、内灘でこれまで基本にし

てきた低所得者層に対する自治体としての責

任、それをやっぱり新しい案についてもそれ

を生かしていくべきじゃないかなというふう

に思うんです。 

 ぜひとも町の考えをお聞かせください。 



 －46－ 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 今ほど言われ

ましたとおり、金沢市の階層に変更がないと。

現在、金沢市は、Ａ階層からＤ階層という階

層の４階層で、３歳以上児は11区分、今議員

の言われました11区分になっております。ま

た３歳未満児は13区分となっております。 

 また、近隣の市町では保育料はまだ決定は

しておりませんけれども、７階層から10区分

にする市や、８階層を11区分にする町などの

情報を受けております。それから考えますと、

今回、町の保育料の改正につきましては、８

階層をさらに細かく15に区分したもので、近

隣の市町よりも細分化したものになっており

ます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 だからその階層の状

況についてはわかりました。低所得者層に対

する考えっていうのはどうなんですかという

ことを聞いとる。 

 まだ決められていないと思うんですけど、

町は多分試算していると思うんです。そした

ら市町村税のひとり親家庭、それはこれまで

どおりゼロですよね。それを抜かした世帯と

いうのは何世帯あって、その金額というのは

どれだけ、もしゼロにしたら町が負担しなけ

ればならんのですか。それをお聞きします。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 今ほどのご質

問ですけれども、ひとり親家庭及び非課税世

帯は全部合わせますと56人おいでます。その

うち、ひとり親家庭については32人の方がお

いでます。また、非課税世帯でその他の世帯

については24世帯の方がおいでます。 

 金額については、ここにちょっと持ち合わ

せていませんので、今お答えすることはでき

ません。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 金額出ないというこ

とで世帯数ですけれども、総数で56世帯です

ね。私はそんなに大きな金額じゃないと思う

んです、町が負担をしても。ゼロにしても。 

 そういう意味じゃ、やっぱりそういうとこ

ろに対する自治体としての責任を果たしてい

くべきでないかというふうに思いますんで、

その点について検討するのかしないのか、お

願いをします。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 この非課税世

帯については、今、県内全市町が、ひとり親

家庭世帯と非課税世帯に区分をしてます。そ

れでうちもこの改正の機会に、非課税世帯に

ついても、皆さんから公平性というか、そう

いうものを勘案しまして設定をしたものであ

りますので、今現在変えるつもりはありませ

ん。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 町の姿勢として納得

がいきません。幾ら子育てナンバーワンやら

子育てを重視をしていくと言っても、そうい

う低所得者、社会的に弱い立場の人たちを切

り捨てていく政策には、私は今後も反対をし

続けていきたいというふうに思っております。 

 ここで時間潰しとってもあれですから、次

の質問に移らさせていただきます。 

 スクールバスの運行についてお伺いをいた

します。 

 内灘中学校生徒、南部地区へのスクールバ

スの運行、これについて今実施をされている

わけでございますけれども、その乗れる生徒、

乗れない生徒の線引きというのが画一的にな

っている状況があるように聞いております。 

 そういう意味では、町として、このスクー

ルバスの運行についての保護者あるいは生徒
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からの声というのをどのように把握されてい

るのか、お聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 北川真由美教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 スクールバス

の線引きについてのお答えをさせていただき

ます。 

 平成24年度から開始をしました南部地区の

スクールバスの運行に当たりまして、対象と

した地区は、中学校からおおむね1.6キロメー

トルを超える範囲としたものであります。 

 画一的ではないかとのご意見でございます

けれども、どこかで線を引かねばならない以

上、どこで線を引いても、どうしても乗れる

方、乗れない方というのは出てきます。平成

24年度の運行当初には、保護者の方から、ど

うしてうちは乗れないんだというようなご意

見も頂戴いたしましたが、生徒指導上の問題

で、どこかできっちり決まりをつけなければ

ならないということをご説明申し上げて納得

していただいているような状況でございます。 

 また、冬場でございますけれども、雪の降

る12月から２月の間ではございますが、線だ

けを重視するのではなくて、一部の生徒も乗

れるような配慮もさせていただいております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 冬場は弾力性を持っ

てやっているというお話をお聞きをいたしま

した。それでやっぱり生徒の中での、「あれ

が乗っとった」とかということを言われたり、

あるいは学校の先生のほうからも何か言われ

たとかということもお聞きをするわけです。 

 そういう意味では、冬場見とってもバスい

っぱいですよね。もし増車ができるんなら増

車をして、ある程度柔軟的にやっていくこと

も大事なんではないかなというふうに思いま

すし、増車いうても、これ財源、お金かかり

ますから、そういう意味では、今、一年中や

ってますよね。当初は冬期だけだった。最初

は、試行のときは冬期だけやっとったような

気もするんです。そういう意味では、予算的

に問題があるんなら期間を尐し短くすること

も必要なんではないかな。 

 生徒の保護者の方たちの話聞きますと、ス

クールバスは決して、子供の教育面からも送

り迎えというのはどうなんかなということを

お聞きをしたりもしますし、本当に冬場とか

あるいは早く日が暮れるときは安全・安心み

たいなものも必要だと思うんですけれども、

いろんな意見があると思いますし、一度やっ

ぱり楽をしてしまいますとなかなか意識を変

えていくことも難しいと思いますので、ぜひ

とも柔軟にやること、もう一つは増車、期間

限定みたいなものも取り入れられないのか、

町としての考えをお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 北川教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 今ほどご質問

にありましたように、現状80人乗りのバスを

運行しておりまして、当該地区の生徒がちょ

うど80名ということでぎりぎりの線で運行を

させていただいております。これ以上人をふ

やすとなるとどうしても増便ということにな

りますが、議員も言われているように、ある

程度の距離を歩くことも生徒の心身の発達に

は非常に重要なことではないかと考えており

ます。 

 南部地区に導入して、これで３年がたちま

した。今後、さまざまな方のご意見を伺いな

がら、今後についてどういった方向性がいい

のか、教育委員会内で十分に検討してまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひとも、大変難し

い問題だと思うんですけれども、一緒に知恵

を出し合いながら検討をお願いをしたいと思

います。 

 それでは、次の質問に移らさせていただき
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ます。 

 千鳥台５丁目に公園がないということで、

千鳥台地区、千鳥台幼稚舎の横にはまちどり

公園があるわけでございますけれども、公的

にはあの公園が、５丁目も含めて地区公園に

なっているんだと思うんですけれども、ただ、

距離が大変遠いということもあって、５丁目

の付近に公園が欲しいという声がございます。 

 土地はアオキ跡が大きく余っとるわけでご

ざいますけれども、あれは人の持ち物であり

ますので、町有地として県から買いましたあ

そこの道路脇に子供たちが遊べるような簡単

な、まず遊具なんかを置いて公園を設置でき

ないか、お聞きをしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 田中義勝都市建設課長。 

   〔都市建設課長 田中義勝君 登壇〕 

○都市建設課長【田中義勝君】 今議員ご質

問のとおり、千鳥台４、５丁目は、株式会社

大京が、宅地分譲を含め17ヘクタールの開発

行為を行ったものでございます。 

 開発行為における公園の設置基準は、開発

区域面積の３％以上を必要とし、千鳥台４丁

目に地区住民の憩いの広場、公園としてはま

ちどり公園を設置しております。また、千鳥

台地区には、はまちどり公園を含め８カ所１

万3,052平方メートルを配置しており、尐し遠

いんですけど、最寄りの公園を利用して楽し

んでいただければと思っておりますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 そっけない答弁であ

りますけれども、やっぱり子供たち、ご存じ

のとおり、千鳥台５丁目、大変若い人たちが

おって、先日も清湖小学校への通学の児童数

を聞いたら、30年には40人になるというふう

にも聞いてます。ぜひとも、そんな大きな公

園でなくていいんで、親子がちょっと遊べる

ような公園をぜひとも検討をお願いをしたい

と思います。 

 再度よろしくお願いします。 

○議長【夷藤満君】 田中都市建設課長。 

   〔都市建設課長 田中義勝君 登壇〕 

○都市建設課長【田中義勝君】 今のお答え

なんですけど、住宅地と内灘高校の間に空地

といたしまして道路用地があります。 

 今考えられるところと申しますと、その土

地につきましては土地開発公社が所有してお

ります。歩道の整備用地として先行取得した

ものですが、残地の活用につきましては今後

検討していければと考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひとも、簡単な公

園でまずはいいんではないかなと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 最後の質問ですけれども、のと里山海道直

線化による飛砂と自動車の騒音についてお聞

きをいたします。発言時間ゼロになりました

けれども。 

 千鳥台公民館付近、あそこの直線化で防風

林がなくなったということ……。 

○議長【夷藤満君】 まとめてください。 

○10番【清水文雄君】 はい。 

 大変飛砂が堆積をしてます。ぜひともあそ

こに飛砂のネットといいますか、もっと高い

やつを設置をしていただければ防止になるん

ではないかなと思います。県と協議をしてい

ただきたいというのが一つと。 

 ５丁目の海浜道路脇の家で、やっぱり騒音

がひどいということをお聞きをしております。

防音策をお願いをしたいと思います。 

 町としての考えをお聞かせを願います。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 ２点ござい

ましたかと思います。 

 まず、１点目の千鳥台１丁目公民館付近の

飛砂対策を県にということでございますが、

のと里山海道直線化という影響によることで

はなく、公民館に隣接する農地からの飛砂が
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大きなものと考えられます。 

 この農地に隣接する道路につきましては町

道ではなく、そこのパイロット灌漑組合の所

有しておる農道を町が無償でお借りしている

ものでございます。それを使用、維持管理し

ているのが現状でございます。 

 町としても、その飛砂対策のためのネット

設置を行って対策を講じているわけでござい

ますが、冬の強い風の時期にはどうしても砂

が堆積するということで、現在、重機等によ

る除去を行っております。ネットも張り重機

でもやっている中ではございますが、あと耕

作をしている農家の方とのお話もあることか

ら、この灌漑組合ともう尐し何とかできない

かというお話をし協議をしたいと思っており

ます。 

 もう１点ののと里山海道の騒音がというこ

とでございますが、県のほうでは昨年とこと

しの10月の２回、朝の７時から夜の７時まで

12時間交通量調査を行っております。大根布

ジャンクションから千鳥台交差点までの交通

量ですが、約9,000台という状況でございます。

この交通量につきましては、医科大通りであ

ります町道幹１号向粟崎大根布線とか県道松

任宇ノ気線の交通よりも尐ない状況でありま

す。 

 また、先般、町のほうで夕方から夜間にか

けて騒音測定を行いました。結果、住宅地で

の騒音基準値70デシベルを下回る状況でござ

いました。そのことについて県のほうにもお

伝えし、道路管理者であります県としても今

後の交通量を見た上で検討していきたいとい

うことでございましたので、ご理解願いたい

と思います。 

 以上です。 

○10番【清水文雄君】 ありがとうございま

した。 

○議長【夷藤満君】 清水議員、そのままお

待ちください。 

 先ほど、清水議員のほうから私と議会運営

委員長に対しまして、通告の件で、通告の要

旨に質問内容がわからないように通告をして

いるというような発言でありましたが、質問

原稿とは違い、通告の要旨を掲載しているも

ので、質問書の全てが書かれているものでは

ありません。 

 恩道議員は、住宅リフォームに関する質問

の中でプレミアム商品券発行が前提となるこ

とを事前に調査の上、質問をいたしておりま

すので、町としてはその質問に対してお答え

をしたものであります。 

 また、北川議員の通告には、プレミアム商

品券に対して触れていることは全くありませ

ん。清水議員の発言は的を射ていないという

ことでありますので、議員各位にはこれまで

も何度も、通告の際には質問要旨をできるだ

け詳しく通告していただきたいとお願いをし

てまいりました。そういったところで、皆様

には今後とも、次の機会に質問される方はし

っかりとした通告をしていただきたいと思い

ます。 

 今、通告書の要旨を確認しました。その上

でしゃべらせていただいておりますので、清

水議員には誤解のないよう、よろしくお願い

します。 

 いや、発言はないです。 

○10番【清水文雄君】 通告項目にプレミア

ム商品券というふうに私は入れるべきだと。 

○議長【夷藤満君】 いや、それは中の要旨

でありますので、皆様も質問項目の中に。項

目として書いたことと内容と違う部分がある

でしょう。この中にはこういって、４項目な

ら４項目しか入ってません。この中に要旨が

入るわけでしょう。 

○10番【清水文雄君】 詳細に出せって言う

から私は詳細に出しています。 

○議長【夷藤満君】 出てます。 

○10番【清水文雄君】 その中に、例えばプ

レミアム商品券やったらプレミアム商品券て

やっぱり書くべきでしょう。 
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○議長【夷藤満君】 出てます、ちゃんと。 

 清水議員は発言を注意してください。こち

らから申し添えておきます。 

 11番、水口裕子議員。 

   〔11番 水口裕子君 登壇〕 

○11番【水口裕子君】 水口裕子です。 

 ３月議会で、通告に従って一問一答で質問

させていただきます。ただ、一問一答の一問

が２つ一緒にする場合もあるかもしれません

が、よろしくお願いいたします。 

 もう半世紀近く前になります。学生時代に

読んだ五木寛之さんの「内灘夫人」という本

に導かれてこの地に住んで40年、思いもかけ

ず町会議員になり16年という歳月がたちまし

た。一度議長代理で抜けましたが、今回で63

回目の一般質問に立たせていただける皆様の

ご支援に感謝いたします。 

 日本で初めての平和を求めた反基地運動、

内灘闘争だけでなく、粟崎遊園や火力発電反

対闘争などを知るにつけ、内灘の先人への愛

情と尊敬の気持ちは深まっています。 

 1925年、平沢嘉太郎により粟崎遊園が開園

され、多くの人々がひとときの夢とロマンを

求めて内灘村を訪れましたが、それは世界が

まだそれなりに平和であったからこそです。

間もなく粟崎遊園は第２次世界大戦の波にの

み込まれ、軍の仮兵舎となり、軍事工場など

に転用され終えんを迎えました。20年ばかり

の短い命でした。 

 それから10年もたたない1952年、朝鮮戦争

で使用する砲弾の試射場にと内灘海岸が接収

され、再び内灘は戦争の影響を受けることに

なりました。 

 それに対してノーの声を上げたのが内灘村

のおかかたちでした。お上に盾突く住民運動

など思いもよらない時代のことでした。どれ

ほどの勇気と決意が必要だったでしょうか。

その勇気に全国の人が感銘を受けて応援に来

てくれたのです。平和と民主主義を求める闘

いは全国へ波及し、「金は一年、土地は万年」

のむしろ旗とともに内灘村の名は内灘闘争と

して全国に知れ渡りました。もう皆さんよく

ご存じのことです。 

 ところが、朝鮮戦争が終わり、基地が去り、

町に平和が戻ったのもつかの間でした。1970

年、北陸電力から町へ火力発電建設の申し入

れがありました。当時は高度経済成長の真っ

ただ中、経済発展の見返りとして四大公害病

が大きな問題になり、隣の富山県でも裁判に

なっていたイタイイタイ病や、三重県の四日

市ぜんそくなど、環境汚染への警告が続いて

いる時代でした。 

 人家に近いところにそのようなものができ

たら、働く場はできても家族の健康が守れな

い、金より命だという思いを内灘の人たちは

再び持ったのでしょう。鶴ケ丘を中心にして

住民が結束しての反対運動が再び展開されま

した。 

 始まりは、わずかな人たちの疑問の声だっ

たのではないでしょうか。それが共感を呼び、

有権者7,800人の６割強約5,000人の建設反対

署名がわずか２週間で集まるまでに発展し、

町の環境は現在のように守られました。民主

主義が正しく機能した誇るべき出来事だった

と思います。当時の村長さんは後に、「住民

の声をしっかりと聞かなければいけないと改

めて強く思った」と言われたそうです。 

 内灘の歴史民俗資料館風と砂の館には、粟

崎遊園の記録も内灘闘争の文献資料も大変充

実していて、訪れる人たちを驚かせています。 

 しかし、残念ながら、近年の火力発電反対

については、町の歴史民俗資料館にその展示

がありません。 

 ここに持ってまいりました。この２月に出

版された村松友視氏の著書「金沢の不思議」

という本には、金沢がほとんどなのですが、

それ以外の番外編として３編載っております。

その３編の中の一つに「砂のキャンパスに描

かれた蜃気楼のけしき」と題して内灘が取り

上げられていますが、やはり粟崎遊園と内灘
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闘争についてしか記述がありません。資料館

になかったからです。 

 風と砂の館のブログには、突然村松氏が訪

れて展示を熱心に見ていかれたときのことが

書かれていました。火電問題のことが資料館

に展示されていたならば、この村松氏が書か

れた「砂のキャンパス」にはもう一つの、内

灘のキャンパスにはですよ、もう一つの民主

主義実現の闘いが書き加えられ、ますますほ

かにない魅力ある景色ができ上がっただろう

にということは間違いありません。内灘砂丘

は過去、五木寛之さんだけでなく多くの文化

人を引きつけてきましたが、また新たな展開

があることと思います。 

 内灘町の激動の歴史は、先人が残した全国

に誇るべき住民の宝です。平和、安全を求め

てお上に物申してきた内灘人のありようを、

民主主義が危ういと言われる今だからこそ、

私たちがしっかりと受け継いで残し、全国へ

発信していかなければなりません。今のうち

に火電反対闘争の資料も発掘し保護して、町

民の宝とするべきと思います。散逸し失われ

てしまってからでは、悔やんでも遅いのです。 

 そのためにお尋ねいたします。 

 ちょうど２月号の広報に歴史民俗資料館で

学芸員を募集するという、そういう情報があ

りましたが、学芸員を置く目的は何ですか。

学芸員を置くのなら、まず今述べた火電反対

闘争の資料を集め整理するのをその人の第一

の仕事にしていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長【夷藤満君】 久下恭功教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 今ほどのご質問の

中に、風と砂の館の役割、また火電闘争のこ

とについてというご質問でしたけれども、今

現在、受付業務、案内業務につきましては内

灘砂丘ボランティアの皆さんにお願いをして

おります。 

 今ほど水口議員言われたとおり、まだまだ

資料の整理であるとかそういう調査研究が不

十分であるということから、今回、次年度よ

り、資格を有し専門性にたけた学芸員を配置

しまして業務内容を充実してまいりたい、こ

のように考えているところです。 

 そして、今ほど火電反対闘争ということも

お言葉にありましたけれども、先人たちがつ

くった内灘の歴史、この歴史全般について、

歴史を俯瞰した、そういう観点から資料の収

集整理を図ってまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 非常に上手に答弁さ

れたなと思うんです。 

 歴史を俯瞰した立場でというふうにおっし

ゃいました。私はこの火電反対のこれを、今

のうちに資料を発掘し保護していかなければ

散逸してしまってなくなってしまうのではな

いでしょうか、その点をしっかりと集めてく

ださい、収集して保護してくださいというこ

とをお願いする質問をしたと思います。 

 その点について、しっかりと明確に答弁を

お願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 まさに先人、先賢

がつくった内灘の歴史、火電闘争だけに特化

してというわけじゃなくて、今ほど言いまし

たように、町全体俯瞰した上で、歴史を俯瞰

した上で。全体ですよ。ということは、火電

闘争も含まれております。そういうことで、

整理収集、調査研究ということをやっていっ

てもらおうというふうに考えているところで

す。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 先ほども述べました

ように、いろいろ古代から内灘闘争までいろ

んな資料がそろっておりますが、そこにやは
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り火電の闘争のことが欠けているということ

で、いろいろ俯瞰して充実させていっていた

だきたいですが、今おっしゃっていただきま

したように、そこに火電のこともしっかりと

入れていっていただきますようにお願いいた

します。 

 そして、学芸員さんですけれども、もう募

集の結果は出たのでしょうか。町の歴史を愛

し受け継いでくれる、そういう若い力の方が

選ばれて、歴史を引き継ぎ、育てていってく

れることを願っております。 

 次でございます。 

 現在、風と砂の館を預かっている、先ほど

受付業務はボランティアさんがしているとい

うことを言われましたけれども、この方たち

は、みずから学び、みずから発信し運営する

という住民参加型のまちづくりということで

導入されたかと思っておりますが、今後の風

と砂の運営方法はどういうふうになっていき

ますでしょうか。ブログ、イベント、町で合

同で情報季刊の発行などいろいろあったと思

いますけれども、今後の運営方法をお伺いい

たします。 

○議長【夷藤満君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 先ほどからお答え

しているとおり、砂丘ボランティアの皆さん

には、大変お世話になりましてやっていただ

いておりました。 

 砂丘ボランティアの方には、今後も企画展

であるとかいろんな町のイベントでぜひ一緒

に協力をしてやっていただきたいなというふ

うに思っていますし、資料館の受付案内業務

等、今ほど言いましたけれども、いろんな調

査研究、資料整理等についてはある程度重ね

てやれるという状況でもありますので、そう

いうことを含めて業務内容を充実させたいと

いうことから、学芸員の方に受付業務等もお

願いをするということに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 では、今おっしゃい

ましたように、できるところは一緒にまた力

を合わせて、住民参加でやっていけるように

お願いしておきたいと思います。 

 次に、12月議会でもお返事いただきまして、

ありがとうございました。 

 内灘闘争跡地、やっと今、文化財指定に向

かって動き出したわけですけれども、保全作

業を急いでくださいということを申し上げて

おりました。町の文化財に指定された後にと

いうふうにおっしゃっておりましたが、文化

財指定の時期はどういうふうになりましたか。

そして、指定後は跡地保全されるとともに、

内灘闘争そのものをどのようにグレードアッ

プしていく考えか、お聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 上出功生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 ご質問にお答

えいたします。 

 指定の時期ですけれども、県との管理委託

協定書を今作成中でございまして、管理委託

契約を交わしまして、県及び北陸財務局、国

のほうの同意書をいただいてからの指定とな

ると思います。管理委託協定書の締結につき

ましては今年度中の予定を考えております。

指定につきましては、その後になるというふ

うに考えております。 

 それから、保全などどのようにグレードア

ップするかというご質問でございますけれど

も、内灘海水浴場の射撃指揮所跡地、そして

権現森の着弾地観測所跡地においては、「町

指定文化財」と記載した標識等の設置を検討

しております。あと、引き続き人々が快く訪

ねてこられるよう除草などを行い、保全に努

めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 ちょっとそれを保全

というのかどうなのかなと思うんですけれど
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も。 

 もちろん看板を立てて説明文もつけてくだ

さるのは結構なんですけれども、跡地はどん

どん务化してぼろぼろと崩れていっているの

はもちろんご存じですよね。それをこれ以上

务化させないためにどのようにされるご予定

でしょうか。 

○議長【夷藤満君】 上出生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 ご質問にお答

えいたします。 

 その件に関しては、务化してきているのは

確かでございます。ただ、それを、きれいに

务化を修復してしまうとまた歴史的価値とい

うか、そういったもんも損なわれるおそれが

ありますので、その辺についてはもう尐し調

査して検討させていただきたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 きれいに修復して欠

けた部分をもとどおりにしろとか言ってるの

ではなく、今よりは崩れていかないように何

とかしてくださいねということを申し上げて

おりますので、その点よろしくお願いします。 

 そしてそれと同じく、権現森だけでなく、

町の文化財には指定されなくても、斎場のほ

うにももう一つ観測所の跡地がありますよね。

あちらのほうも町の文化財には指定されなく

とも、やはり朽ちてしまわないようにそれな

りの保全をしていくべきと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 上出生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 お答えいたし

ます。 

 斎場近くの着弾地観測所跡地につきまして

は、権現森の着弾地観測所跡地に比べまして

アクセスが不便であるという面もあり、本格

的な整備を図るにはちょっと多額の費用がか

かるということが考えられます。一応、今ほ

ども水口議員のご質問にもありましたが、町

のほうでは文化財指定を今回見送るという方

向であります。 

 保全をということですが、今、指定はしま

せんけれども、できる限りの、やはり除草や

そういったことの、人々が尐しでも訪れられ

るような形での除草作業等は手前のほうで行

っていきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 内灘海岸にあった弾

薬庫、あれがなくなってしまって、あったら

よかったのにというふうな声も聞きますが、

何でもなくしてしまってから悔やんでも遅い

ので、きちっと奥のほうの、斎場のほうの跡

地も、せめて保全をお願いしておきたいと思

います。 

 そして、その弾薬庫跡ですけれども、海岸

地にあった。内灘の海岸にあれを再現しては

いかがでしょうか。内灘海岸にある指揮所跡

が、今、町の文化財になるというふうにおっ

しゃいました。それと並行して、新たに内灘

の歴史の解説のための場所として、海岸へ続

く鉄板道路の由来や幾らかの写真などの簡易

な展示場にできないでしょうか。 

 湘南の海ということが先ほども言われまし

たけれども、そういう思いでマリンスポーツ

などにやってくる若者にも、今が平和であれ

ばこそ、この内灘海岸がこうやってマリンス

ポーツの基地になるという、そのありがたさ

を理解してほしいと思うのです。それは湘南

のビーチであれどこであれ、全国どこのビー

チでも絶対できないことだと思います。 

 そこから関心が広がって、風と砂の館や着

弾地など北部の地区へ行ってみようという気

持ちに、内灘海岸に来た人たちにそういう気

持ちを持ってもらえればと思います。 

 若者の参画も得て新たな海岸の活性化策の

一つとしてつくり上げることができればと思
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うのですが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 上出生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 内灘海水浴場

に残る射撃指揮所跡地に当時の情報、またそ

れらの展示がされている風と砂の館の情報を

記載した看板の設置を検討いたします。看板

をごらんになり、実際に風と砂の館や着弾地

観測所跡地を訪れた方々が、現在の風景と重

ね、砂浜に建つ弾薬庫を想像し、歴史に思い

をはせていただけるような、そういった学習

環境の整備を図っていきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 以上いろいろ申し上

げましたけれども、以上の取り組みに浅電を、

北陸鉄道浅野川線を欠かすことはできません。 

 浅電は粟崎遊園のために生まれ、それなの

に、その後、弾薬輸送に利用されることにな

ってしまいました。輸送拒否のストライキも

あり、浅電も平和と戦争の間を揺れ動いたの

です。特にことしは、平沢翁が開設されてか

ら90年目の節目の年に当たります。 

 ぜひ北陸新幹線で金沢に来た方たちに、浅

電に乗って内灘町を訪れ、この町の歴史に触

れていただきたいものですが、その20分足ら

ずの時間にアイデアを凝らして内灘の魅力を

発信していただきたいものです。 

 町として、北鉄と協力してどう取り組んで

いくのか、考えをお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 大正14年（1925年）に浅野川電気鉄道が開

通し、そして内灘の地に粟崎遊園が開園し、

ことしで90周年を迎えるところでございます。 

 浅野川電気鉄道は、昭和20年に北陸鉄道浅

野川線と名称を変え、内灘町民にとってなく

てはならない交通手段として運行していると

ころでございます。 

 浅野川電気鉄道及び粟崎遊園開園90周年を

迎えることしは北陸新幹線金沢開業の年に当

たり、多くの観光客や鉄道ファンが石川県の

地を訪れることが予想されております。この

好機を逃がすことなく、鉄道好きの方や内灘

海岸を訪れる方などに、かつての一大パラダ

イス粟崎遊園を発信できるよう、浅電の車内

や駅舎に効果的な掲示がお願いできないか、

北陸鉄道と連携協議し、内灘町の魅力発信に

最大限努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 粟崎遊園についての

展示というかそんなものだけでなく、先ほど

から何回も申し上げておりますけれども、平

和と戦争のその波の中で揺れ動いた、その鉄

道浅電の歴史、そういったものをわかってい

ただけるような、そんな展示を希望しておき

たいと思います。 

 そして、ここからが一番、私のこの質問の

中で大切ですが、以上の３つの出来事は、世

界の戦争と平和の波にもまれながらも、命を

守るために民主主義を盾に闘った内灘人の軌

跡です。 

 それに比べて現代は余りにも、今だけ、金

だけ、自分だけという風潮が強くなってきて

います。基地に反対する知事と、市長と、国

会議員を生み出してもなお新基地の建設が強

行される沖縄を見るにつけ、福島原発事故の

原因さえつかめていないのに再稼働を強行す

る国のやり方を見るにつけ、閣議決定という

こそくなやり方で70年間の平和を捨て、戦争

への扉をこじあけようとしている政府の今を

見るにつけ、民主主義が機能しなくなってい

る今の日本に危機感を抱かざるを得ません。

だからこそ、内灘に大きな存在意義があるの

です。 

 以上述べたことを整備し、全国にも数尐な

い平和と民主主義を学習できる町、生きた民
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主主義、生きた歴史を体感できる町として、

日本だけではなく世界へ発信していただきた

いと思います。 

 風と砂の館の写真には英文がつけられてお

りまして、外国の、英語の方が来られてもわ

かっていただけるようになっておりますけれ

ども、町のホームページを見ますと、粟崎遊

園にしても内灘闘争にしましても、本当に通

り一遍の説明しかなかったように思います。

もちろん火電反対についても余り載っており

ません。 

 もっともっとこれを本当に町民の誇り、町

民の宝とできるように、ホームページ、その

他いろいろ発信をしていただきたい。凧の祭

典での平和宣言、あれは本当にすばらしいと

思います。ああいったことをもっともっと発

信をしていっていただきたい。 

 これは60年前、全国から支援をいただいた

内灘が、誇るのみではなく、感謝を込めてや

らなければならないことと思います。町の見

解はいかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 先日、私、風塾・

砂塾ですか、金沢学院大学の水洞先生のお話

を聞く機会がありました。その中でも日本文

学における内灘という、いろんな歴史の中で

内灘が語られていたりということで、私も内

灘の奥深さというかいろんな面でまだまだ内

灘を私自身は知らないなというふうにも思い

ました。そんな中で、今ほど水口議員がおっ

しゃったように、いろんな発信も内灘もして

いかないかんし、勉強もしていかないかんと

いうことだと思います。 

 ただ、我々は、先ほどから言ってますよう

に、それを含めた先人、先賢の築き上げた内

灘の歴史を、それをしっかりと学んでいかな

いけないと思いますし、まさにそれが歴史民

俗資料館の充実であるとか、イベントなどを

通じて内灘の歴史、魅力について町内外に情

報を発信していくということに努めていかな

いかんのかなと、そんなふうにも考えている

ところです。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 期待しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 では、次です。 

 先ほど中島議員もおっしゃいましたけれど

も、東日本大震災から４年目の３月11日が来

ますが、今も12万人が原発事故による避難生

活を強いられている福島の復興は、遅々とし

て進んでいません。 

 川口町長は就任以来、町民の安全・安心を

第一とした町政運営を心がけているとおっし

ゃいますが、原発に対する安全・安心につい

ては、私は心もとなく正直思っています。 

 原発から40キロ圏内という立地条件が内灘

町と同じである飯舘村の菅野村長は、何回も

申し上げますが、内灘での講演で、「私たち

のところはゼロからではなく、ゼロに向けて

始めるのです」とおっしゃっていました。 

 今も帰村を勧める国と、除染の進まない土

地へは帰りたくない村民との間に大きな隔た

りがあり、村民の分断につながっていると聞

いています。までいの村として、それこそ全

国的に脚光を浴び、全国から視察の人が来た

りして輝いていた飯舘村が、人の住めない土

地になってしまった原発事故の悲惨さ、異常

さは、現地を見たのと見ないのとでは大きな

違いがあると思います。 

 町長と消防も含む現在の担当部署は、一度

福島の現状を視察してきて町の施策に生かし

ていただきたいが、いかがでしょうか。 

 そしてまた、行かれたときに、そのときに、

飯舘村の村長さん、この前来ていただきまし

た。村長か、またはどなたかに再度講演を依

頼してきてはいかがでしょう。村民の命と暮

らしを守るためには何が必要だったのか、福

島原発事故を経験した今だからこそ考えられ
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る心構えなど、私たちにとっては貴重なお話

を聞かせていただけると思います。町長のお

考えをお伺いしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫総務部長。 

   〔総務部長 北雅夫君 登壇〕 

○総務部長【北雅夫君】 私のほうからは、

被災地へ職員が行ってはどうかというご質問

と、それから飯舘村の村長さんの講演につい

てお答えいたします。 

 内灘町では、大震災発生直後から今年度ま

で、保健師を初め土木関係職員など多くの職

員を被災地へ派遣いたしまして支援活動をい

たしました。現地での任務が終わり、帰庁時

には、役場職員を対象に報告会を開催してい

ます。現地の方々の声を初めとする貴重な体

験は、各種の町防災施策に役立てております。

また、今後も被災地復興支援の職員の派遣要

請についてはできる限り応じてまいりたいと

いうふうに考えてます。 

 したがいまして、現地の声を聞くためだけ

に行く、あるいはそこを視察するためだけに

現地へ赴くということは、現在のところ考え

ておりません。 

 また、その講演会につきましてでございま

すが、町といたしましては、原子力災害のみ

ならず、さまざまな災害に対応した防災対策

並びに町民の皆様の防災意識の高揚が常に必

要であるというふうに考えてます。 

 今後は、地域防災活動を積極的に行われて

いる方や被災地に災害ボランティアとして何

度も行かれる方々などを講師としてお願いし

まして講演会や研修会などを実施したいとい

うふうに考えております。 

 したがいまして、今は飯舘村の村長さんと

いうふうに特化いたしまして講演会というの

は考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 職員さんを対象に報

告会があったということは全然知らなかった

ので、そういったことも情報をいただければ

よかったなと思いますが、どちらのところに

行っていらっしゃったのか。福島の地区であ

りますか、それとも福島を通り抜けた宮城県

とかあちらのほうでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 北総務部長。 

   〔総務部長 北雅夫君 登壇〕 

○総務部長【北雅夫君】 被災地でございま

すけれども、宮城県が主でございまして、南

三陸町、石巻市、それから名取市、それから

飯舘村等々でございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 石巻市とか名取市へ

行かれて、飯舘村も行ってこられたというふ

うなことですね。それは最近のことですね。 

 そしたらそちらのほうに、石巻とか名取へ

行かれたときに飯舘村なども立ち寄ってこら

れているということでよろしいかと思います。

ぜひともまたそういった報告が私たち町民に

も届きますように配慮いただきたいと思いま

す。 

 この項の最後に、12月議会で、町は国の原

発の防災訓練に参加しなかったというけれど

も、前の八十出町長の時代は、「県の訓練に

職員が参加していたのではありませんか」と

お聞きしましたら、「ここでは今わかりませ

ん」という答弁を12月いただきました。その

後、消防職員も含め、以前は担当職員が防災

訓練に参加していたとわかりました。 

 川口町長は安全・安心が第一と言われます

が、やはり原発事故に対する危機管理には、

ちょっと首をかしげざるを得ません。なぜこ

の原発防災への訓練をやめたのでしょう。県

からの要請がなくても、これは40キロ圏に位

置する自治体の安全・安心のためには必要な

処置ではないでしょうか。 

 次回からは、以前のように職員を派遣して

いただきたい。住民はもちろん、職員、特に

消防職員さんなどにとっては身を守る知識を
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得る場にもなるとも思います。次回からこう

いった訓練に役場の職員さんを再び派遣する

ようにお願いしたいが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫総務部長。 

   〔総務部長 北雅夫君 登壇〕 

○総務部長【北雅夫君】 防災訓練の派遣に

ついてお答えいたしますが、前回のご質問は

政府の原子力総合防災訓練でございましたの

で、これにつきましては対象地域から外れて

いたために参加できなかったというふうに申

し上げました。 

 次に、次回からの原子力事故想定訓練時に

は関係職員を派遣せよというご質問でござい

ますけれども、今後は訓練実施機関、その訓

練実施機関によりますが、その機関と協議い

たしまして関係職員の派遣について検討して

まいりたいというふうに考えてます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 それが国の訓練であ

れ県の訓練であれ、やはりそれに参加したい

という、するという、ここの町の意思をはっ

きりと示せば、この間もそれは申し上げまし

た。拒否されるものではないのではないでし

ょうかというふうに申し上げました。ぜひと

もまた考えていただきたいと思います。 

 地震大国日本、しかも地震の活動期に入っ

たという日本で、福島と同じ欠陥を持つマー

クⅠ型というのが志賀原発です。動いていて

もいなくても事故は起こるものだという認識

のもとで、安全・安心のまちづくりをしてい

ただくことを願うものです。 

 さて、最後の質問です。 

 ３月８日は、国連が決めた国際女性デーで

す。1904年３月８日にアメリカで女性労働者

が女性の参政権を求めてデモを起こしたこと

がきっかけで、1910年に女性の政治的自由と

平等のために闘う国際女性デーというふうに

制定されました。 

 内灘町でも2007年に、性別により差別され

ないとか、性別による固定的な役割分担をし

ないとか、方針の立案や決定などに男女とも

平等にかかわれるなどという５つの基本理念

を持つ男女共同参画まちづくり条例ができま

した。 

 条例ができて８年。この大切な理念の実現

に向けて、町は具体的にどのような取り組み

をしてきたか。また、来年度からの計画はど

うか、お聞かせください。真に男女が平等に

輝き合える町へと前進していただきたいと願

い、町長の決意を伺います。 

○議長【夷藤満君】 上出孝之副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 男女共同参画につ

いてのご質問にお答えします。 

 国は、「すべての女性が輝く社会づくり」

を積極的に推進しております。 

 内灘町においても、平成19年４月に策定し

ました内灘町男女共同参画推進行動計画に沿

って、各種審議会において女性委員の増加を

図り、また女性の社会参画促進を目指すエン

パワーメント講座を開催するなど、男女共同

参画社会の実現に向けまして効果的な事業実

施に努めております。 

 また、日ごろよりボランティアの皆様にも

ご協力いただき、町広報においても毎月コー

ナーを設けて男女共同参画に係る啓発活動を

行っているところであります。 

 また、今後の取り組みでございますが、来

年度につきましては、県の女性基金の補助を

活用した男女共同参画に関する啓発の講演会

等を開催するとともに、取り組みの充実を図

ってまいりたいと考えております。 

 男女共同参画に対する個々の意識は浸透し

つつありますが、今後とも継続して男女共同

参画に対する意識の高揚に努めてまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 確かに男女共同参画
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は、尐しずつですけれども浸透しつつあると

思います。 

 この内灘町議会でもこうやって女性議員が

３人になりました。が、男女共同参画まちづ

くり条例の４割条項によりますと、次の議会

では13人になりますが、女性は４割では５人

です。早く達成して、むしろ男性議員が、「あ

ら、４割しかいないぞ」というような日が来

るように、そして民主主義を実現してきた町

として再び、強い者、権力を持つ者が小さな

声をないがしろにして押し潰したりすること

のない、尐数の意見も大切にされる本当の民

主主義の町として、平和を愛する脱原発の町

として、全国に発信していけるようにと私は

願いながら、この16年目の質問を終わらせて

いただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村憲治議員。 

   〔９番 能村憲治君 登壇〕 

○９番【能村憲治君】 ９番、能村憲治。 

 平成27年第１回定例会３月会議において、

町政に対する一般質問を行います。 

 傍聴の皆様方には、長時間の傍聴、大変ご

苦労さまでございます。私で本定例会の最終

質問者となるわけでございます。 

 一問一答方式で行います。わかりやすい言

葉で質問いたしますので、執行部におかれま

しても、なるべく行政用語などを使わないわ

かりやすい答弁でお願いをいたします。 

 それでは、通告に従って質問をいたします。 

 今回、私の質問については３点質問いたし

ます。企業立地の活動状況について、空き家

対策の進捗状況について、３番目に、地方創

生に関する具体的な取り組みについてでござ

います。 

 それでは、企業立地推進室の活動状況につ

いてお伺いをいたします。 

 企業立地推進室は、昨年４月に地域振興課

に統合されたと伺っております。平成18年４

月に設置してから統合されるまで８年の期間

がありました。この間、大規模太陽光発電メ

ガソーラーの設置や、白帄台商業施設用地を

取得しコンビニエンスストアの進出を図って

おられます。 

 しかし、白帄台地区にアウトレットモール

の誘致、コンフォモール内灘Ｃゾーンに、国

際ビジネス学院が経営するペット専門学校の

誘致、さらにコンピュータ専門学校を内灘に

などの計画が公表されておりましたが、これ

らの全てが実現に至りませんでした。また、

さきの白帄台商業施設用地の85％がいまだに

残ったままになっております。 

 ところで、来年度予算にて、企業立地推進

費として84万円が計上されております。申す

までもなく企業誘致に関する活動費と思いま

すが、この予算で積極的な企業誘致を推進で

きるとは思われません。 

 これはどのように使われる内容で計上され

ているのか、まずお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 中宮憲司地域振興課長。 

   〔地域振興課長 中宮憲司君 登壇〕 

○地域振興課長【中宮憲司君】 ただいまの

企業誘致の予算のことにつきましてお答えさ

せていただきます。 

 企業立地推進費につきましては、企業誘致

の活動を進めていくため、職員等が県外の事

業所を訪問する際の特別旅費が主なものとな

っております。 

 84万の予算では積極的な誘致活動ができな

いのではというご指摘につきましては、今後、

事業者のさまざまな情報に対してより一層ア

ンテナを高くするとともに、町の全ての資源

を有効活用できるよう幅広い視点を持ちなが

らさらなる誘致活動の推進に取り組んでまい

ります。 

 その上で、特別旅費が不足するような場合

や、具体的に交渉が進展しまして誘致促進条

例等に基づく奨励金等の支給を検討していく

場合には、議会ともご相談の上、補正予算の

計上もお願いしてまいりたいと考えておりま
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す。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 必要に応じて補正予

算を計上して進めたいと、こういうことでご

ざいますね。 

 次に、誘致する上で重要な点は、どのよう

なまちづくりを目標にするかということだと

思います。 

 町長が言われます、住んでよかったと言え

るまちづくりには多種多様の施策が必要であ

ります。その一つに、企業誘致は、目標とす

るまちづくりに向かって推進していくことに

なろうかと思います。 

 担当者が短い期間で移動していては、交渉

先におきましても安心して対応をすることが

できないでしょう。立地に係る開発や建築手

続、各種規制や優遇制度に関する問い合わせ

などにもスムーズに対応できる担当者を育成

することも重要であると考えますが、町の意

向をお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 交渉先との信頼関係を構築することは、企

業誘致活動を進めていく上でも非常に大切な

ことであると思っております。議員ご提案の

事務に精通した職員の育成についても全く同

感でございます。 

 ４月の組織改編を見据え、担当職員以外の

情報も共有することを含め、企業誘致のノウ

ハウを蓄積していけるような体制づくりに向

け検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 この項の終わりに、

とりあえず目標とするまちづくりのために現

在どのような活動をされているのか、そのあ

たりをお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 新しい企業や事業所を誘致することは、当

町の産業の活性化に寄与することはもちろん

のこと、雇用や地元消費の拡大にもつながり、

町発展の起爆剤になるものと思っております。 

 このような観点から、私は町長就任以来、

県などさまざまな関係機関から情報を集める

とともに、積極的に事業所へも足を運んで町

のＰＲを行ってきているところでございます。 

 現在、庁内における企業誘致の事務につき

ましては、都市整備部の地域振興課において

所管しており、白帄台商業施設用地では地元

スーパーマーケット等の民間業者への働きか

けを行っております。また、コンフォモール

では、土地所有者等と連携をとりながら、石

川県からの情報収集などもあわせ、鋭意誘致

活動を進めているところでございます。 

 今後、北部開発を進める上において農業関

係の施設を誘致していくことも重要であると

思っておりますので、関係機関等との連携を

さらに密にして、私が先頭に立ち、引き続き

誘致活動を積極的に進めていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 町長が先頭に立って

進めていきたいという強い意向を伺いました。 

 企業誘致は、雇用機会及び税収の確保や人

口の拡大が生まれ、町の発展につながります。

ぜひしっかりと取り組んでいっていただきた

い、このように期待をいたします。 

 次に、空き家対策の進捗状況についてお伺

いをいたします。 

 空き家対策につきましては、これまでにも

何回か質問をしております。 

 適切な管理が行われていない空き家等が、

防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に

深刻な影響を及ぼしていることから社会問題
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になっており、国は昨年11月に空家等対策の

推進に関する特別措置法を制定いたしました。

この法律の目的は、地域住民の生活環境に悪

影響を及ぼしている現状に対し、住民の生命、

身体、財産の保護と生活環境の保全、そして

空き家の活用を促進することであります。そ

の目的を達成するために、国は基本方針を策

定いたしました。 

 一方、町の役割は、空き家対策計画の作成、

実施、その他空き家に関する必要な措置に取

り組むことであります。つまり、国は空き家

対策の大枠を定めますが、実際に空き家対策

に取り組んでいくのは町の責務ということで

あります。 

 さて、当町のこれまでの空き家についての

対応は、空き家条例は制定せず、現在の環境

美化条例を２項目追加し、改正して指導強化

を図るとのことでございました。 

 平成26年３月議会の中では、当町の空き家

の状態は、75軒は老朽化が著しく、27軒が倒

壊などの危険が高いと伺っております。 

 指導を始めて１年が経過しましたが、環境

美化条例の中で適切な対応ができたのでしょ

うか。まずお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 大徳茂町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 平成25年度の

空き家調査により、老朽化等で適正な管理が

必要と判断されたＤランクが27軒ありました。

そのうち、解体された家屋は３軒、家屋の補

修等を行ったものが３軒ありました。また、

補修の予定を町に示したものが３軒ございま

した。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 この１年間でかなり

指導や適正な指導を行っているように今お聞

きいたしました。この新しい国の施策という

ことで、空き家対策についてはますます進め

ていってほしいなと、このように思います。 

 次に、２点目の質問といたしまして、この

空家等対策の推進に関する特別措置法が本年

２月に施行されております。この法律には、

空き家の所有者に対しての指導、助言、勧告、

命令ができるなど、自治体の権限の強化が含

まれているようであります。町は、この法案

が成立したら条例などを検討したいと述べて

おられました。 

 さきの法律により、当町におきましても空

き家等対策計画の作成をし、空き家に関する

施策を推進していくことが必要であると思わ

れますが、その取り組みはいつごろになるの

か、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 お答えをいた

します。 

 平成27年の２月に特別措置法の一部が施行

され、国の基本指針が地方自治体のほうに公

開されました。国が行う財政・税制措置の詳

細や、保安上危険、著しく景観を損なうなど

で指導の対象となる特定空家等の判断基準は、

同法が完全施行される平成27年５月末ごろと

なる見込みとなっております。 

 また、協議会につきましては、この特別措

置法案の完全施行後に設置いたしまして、そ

の中で空家等対策計画の策定や運営について

協議していくことになります。 

 それで、同法が完全施行された５月末以降

に協議会を設置したいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 ５月以降あたりに協

議会を設置するとのことでございました。 

 この協議会についてですが、そのメンバー

や体制などについてはどのようになる予定な

のでしょうか。このあたりもお聞きしておき

ます。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部長。 
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   〔町民福祉部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部長【大徳茂君】 協議会はどの

ような構成になるかということなんですけれ

ども、協議会は、空家等対策の推進に関する

特別措置法第７条第２項で、「市町村長のほ

か、地域住民、市町村の議会の議員、法務、

不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経

験者その他の市町村長が必要と認める者をも

って構成する」と定められております。 

 また、平成27年２月26日付の総務省、国土

交通省から示された「空家等に関する施策を

総合的かつ計画的に実施するための基本的な

指針」の中で、協議会の構成員といたしまし

て、具体的には弁護士や建築士、大学の教授、

自治会の役員、警察職員、消防職員等の職業

を挙げておりまして、さらに都道府県の建築

部局に対して協力を依頼することも考えられ

ると示されております。 

 今後は、この特別措置法や基本指針に基づ

きまして、協議会の設置に向け検討、準備を

進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 あんまりよくわから

なかったですが、そのうちまた、５月に設置

するということなので、近づいてきたら詳し

いことをまたお聞きしたいなと思っておりま

す。 

 それでは、地方創生に関する具体的な取り

組みについてでございますが、地方創生につ

きましてはさきに同僚議員からも質問が多く

出ておりましたので、私からは、２月18日に

設置された元気うちなだ創生推進本部につい

て、このメンバーの人員構成と活動内容をお

伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 先月立ち上げた元気

うちなだ創生推進本部は、今後内灘町におい

て安定した人口構造を保持し、将来にわたっ

て活力ある地域を維持していくため、全ての

町執行機関を挙げてこの課題に取り組むこと

としております。私が本部長となり、副町長

を副本部長に、また各部長をその構成メンバ

ーとしております。 

 今後は、内部組織として専門部会等も設置

した上で、推進本部において内灘版の人口ビ

ジョンと総合戦略の策定事務を進めてまいり

たいと考えております。また、本年４月の組

織改編では地方創生に取り組む専属部署の設

置も検討しており、内灘町が今後とも生き生

きとした魅力ある町として発展していくよう

各種施策を企画立案し、その実現に向け全身

全霊を傾けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 大変重厚な答弁で、

今後この地方創生、ますます内灘町が発展す

るように、ぜひとも町長に取り組んでいって

ほしい、このようにお願いをして、私の質問

を終わります。 

○議長【夷藤満君】 これにて一般質問を終

了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【夷藤満君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 

 お諮りいたします。あす６日から17日まで

の12日間は、議案調査及び議案委員会審査の

ため休会といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、あす６日から17日までの12日間は休

会とすることに決定いたしました。 

 なお、来る18日は午後１時から本会議を開

き、各常任委員長の報告を求め、質疑、討論

並びに採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 
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 ご苦労さまでした。 

           午後３時52分散会 

 


